
















6

[２] 世帯

平成１７年の世帯数は、５年前の平成１２年から１２３世帯減少し、これまでの

増加傾向から減少に転じています。また、１世帯当たりの人員も徐々に少なくなり、

平成２年の４.１３人に対し平成１７年では３.５５人となり、急速な核家族化への

進行がうかがえます。

図表４ 世帯数、１世帯当たり人員の推移（単位：世帯、人）

平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年

人口総数（人） 27,211 27,038 26,172 24,741

総数（世帯） 6,591 6,840 7,092 6,969
世帯数

増減率（％） － 3.8％ 3.7％ －1.7％

一世帯当たりの人数（人） 4.13 3.95 3.69 3.55

資料：国勢調査
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[３] 就業形態

就業形態は、我が国の産業構造の変革に伴い、本町でも著しい変化を示しています。

かつては就業人口の６割以上を占めていました農林業等の第１次産業(*1)が基幹産業で

したが、後継者不足や経済構造の変化、就業者の高齢化、さらには会津若松市などへの交

通網の発達に伴い就業の中心は、第１次産業から第２次産業(*2)、第３次産業(*3)へと移

行し、現在では第３次産業が就業形態の中心となっています。

図表５ 産業別人口の推移（単位：世帯、人）

平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年

就業人口総数（人） 14,407 13,930 13,345 12,244

就業人口 3,539 3,023 2,643 2,353
第１次産業

比 率 24.6％ 21.7％ 19.8％ 19.2％

就業人口 5,363 5,052 4,561 3,498
第２次産業

比 率 37.2％ 36.3％ 34.2％ 28.6％

就業人口 5,505 5,855 6,141 6,393
第３次産業

比 率 38.2％ 42.0％ 46.0％ 52.2％

資料：国勢調査

産業別人口割合の推移
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第１次産業（＊１）

農業、林業、漁業を統合したもの。

第２次産業（＊２）

鉱業、建設業、製造業を統合したもの。

第３次産業（＊３）

電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業、飲食店、金融・保険業、不動

産業、サービス業を統合したもの。
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２ 地域福祉の現状

[１] 地域で援助を必要とする人の現状

（１）高齢世帯の現状

①高齢（６５歳以上）世帯の推移

６５歳以上の高齢者人口が増加するとともに、核家族化が進み、ひとり暮らしの

高齢者世帯や高齢者夫婦のみの世帯がますます増加しております。

図表６ 高齢（６５歳以上）世帯の推移（単位：世帯）

平成１２年 平成１７年

ひとり暮らしの世帯 ５０３ ５８３

高齢者夫婦のみの世帯 ４８８ ５２６

注：高齢者夫婦世帯は、夫・妻ともに６５歳以上の世帯

資料：国勢調査

②高齢者の就業状況

本町における６５歳以上の就業者数の割合は、全国の約２倍の１６.５％と高い数値

を示しております。また産業別就業者数では、第１次産業が６７.３％と一番多く、第

１次産業就業者総数の約６割近くが高齢者であるということを示しています。

図表７ ６５歳以上の就業者数と就業率

就業者総数

（人）

65 歳以上の

人口

（人）

65 歳以上の

就業者

（人）

就業者総数

に占める 65

歳以上の就

業者の割合

65歳以上の

人口に占め

る就業者の

割合

本 町 12,244 7,463 2,016 16.5％ 27.0％

福島県 1,010,120 474,860 102,224 10.1％ 21.5％

全 国 61,505,973 25,565,908 5,415,795 8.8％ 21.2％

資料：平成１７年国勢調査
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図表８ 本町における産業別就業者数と割合

第１次産業 第２次産業 第３次産業

就業人口 構成比 就業人口 構成比 就業人口 構成比

就業者総数 2,353人 19.2％ 3,498人 28.6％ 6,389人 52.2％

65 歳以上の

就業者
1,357人 67.3％ 187人 9.3％ 471人 23.4％

全就業者に

占める65歳

以上の就業

者の割合

５７.７％ ５.４％ ７.４％

資料：平成１７年国勢調査
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（２）介護保険の現状

介護保険の認定者数は平成１８年には１,３２６人（対高齢者認定率１７.２％）が、

平成２０年には１,２８８人（対高齢者認定率１７.０％）と人数、認定率ともにほぼ

横ばい状態です。しかし介護度の低い認定者数は減少しています。

図表９ 介護保険認定者数と利用者数（単位：人）

平成１８年 平成１９年 平成２０年

第１号被保険者数 ７,４３７ ７,３９２ ７,３７３

認定者数 １,２８２ １,２４９ １,２５２

要支援 １ ７３ ７６

要支援 ２
１０４

１７１ １８０

要介護 １ ３９８ １５１ １２７

要介護 ２ ２３１ ２９５ ２７０

要介護 ３ １９３ ２２０ ２４８

要介護 ４ １７１ ２０２ １９９

要介護 ５ １８５ １３７ １５２

認定率 １７.２％ １６.９％ １７.０％

第２号被保険認定者数 ４４ ３６ ３６

要支援 １ ０ ０

要支援 ２
１

４ ３

要介護 １ １５ ３ ４

要介護 ２ ８ １７ １５

要介護 ３ ３ ２ ６

要介護 ４ ９ ５ ２

要介護 ５ ８ ５ ６

認定者数 １,３２６ １,２８５ １,２８８

利用者数 １,０４６ ９３６ ９７９

居宅サービス（地域密着型含む） ７２３ ６６７ ６７９

施設サービス ３２３ ２６９ ３００

各年４月１日現在
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（３）障がい者（児）の現状

①身体障害者（児）手帳所持者数の推移

身体障害者（児）手帳を所持している人は、平成２０年４月１日現在１,４０５人

（総人口割合５．７％）で、実数、割合ともに横ばい状態にありますが、内部障害に

ついては増加傾向にあります。障害の部位では、「肢体不自由」が最も多く全体の

約６割を占め、次いで「内部障害」「聴覚平衡機能」「視覚障害」「音声言語機能」の順

となっています。

図表１０ 身体障害者（児）手帳所持者 （単位：人）

平成１８年 平成１９年 平成２０年

内部障害 ３６２ ３７５ ３９６

肢体不自由 ８８１ ８３２ ８３７

音声言語機能 １０ ８ ９

聴覚平衡機能 １１２ １０１ １００

視覚障害 ８２ ６７ ６３

総 数 １,４４７ １,３８３ １,４０５

総 人 口 ２５,２８２ ２４,９８９ ２４,５８８

総人口に占める割合（％） ５.７％ ５.５％ ５.７％

各年４月１日現在
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②精神障害者保健福祉手帳所持者の推移

精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、平成１９年より減少し平成２０年には、

５０人となっています。

図表１１ 精神障害者保健福祉手帳の所持者 （単位：人）

平成１８年 平成１９年 平成２０年

１ 級 ２０ ２４ １５

２ 級 ３６ ３８ ３０

３ 級 ６ ４ ５

合 計 ６２ ６６ ５０

各年４月１日現在

③療育手帳所持者数の推移

知的障がい者に交付される療育手帳の所持者数は、平成１９年より減少し平成２０

年には、１４７人となっています。

図表１２ 療育手帳の所持者 （単位：人）

平成１８年 平成１９年 平成２０年

重度（Ａ） ５８ ５７ ５２

中・軽度（Ｂ） ９１ ９９ ９５

合 計 １４９ １５６ １４７

各年４月１日現在

④障がい児の就学状況

本町には養護学校がなく、会津若松市にある会津養護学校に通学しています。また、

町内の小学校と中学校には特別支援学級が設置されており、平成２０年には小学校、

中学校ともに障がい児童の就学者数が増加しています。

図表１３ 障がい児の就学状況 （単位：人）

平成１８年 平成１９年 平成２０年

小学校児童数 ５ ６ １０

通常学級 １ １ ３

特別支援学級 ４ ５ ７

中学校生徒数 ８ ４ ６

通常学級 ０ ０ ０

特別支援学級 ８ ４ ６

合 計 １３ １０ １６

各年４月１日現在
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（４）ひとり親の現状

本町でも生活環境の多様化が進むとともに社会保障の充実により、１８歳未満の子

どもを持つ、ひとり親世帯が年々増加傾向にあります。また、男親世帯よりも女親世

帯の方が増加しており、合計では毎年１０世帯以上増えています。

図表１４ ひとり親の世帯数と子どもの数 （単位：世帯数、人）

平成１８年 平成１９年 平成２０年

世帯数 ５７ ５８ ５９男親と

子ども 子どもの数 １１２ １１５ １１７

世帯数 ２１０ ２２６ ２３６女親と

子ども 子どもの数 ３３６ ３４８ ３６８

世帯数 ２６７ ２８４ ２９５
合 計

子どもの数 ４４８ ４６３ ４８５

各年６月１日現在

（５）生活保護の現状

生活保護法に基づき、病気や身体の障がいなど、何らかの事情により真に生活に困

った場合、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低生活を保障するとともに、

その自立を助長することを目的とする生活保護を、平成２０年４月１日現在９７世帯、

１１４名を対象に実施しています。

図表１５ 生活保護の世帯数と保護人員 （単位：世帯数、人）

平成１８年 平成１９年 平成２０年

保護世帯数 １０２ １０１ ９７

保護人員 １２２ １１５ １１４

うち１８歳未満の人員 ５ ３ ３

各年４月１日現在
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[２] 地域の援助体制の現状

（１）社会福祉協議会の活動

社会福祉協議会は、一定の地域社会において、誰もが安心して暮らせる「人にやさ

しい福祉のまちづくり」を進めるために、住民全体の理念に基づき地域の福祉課題の

解決に取り組み、地域のみなさんやボランティア・福祉・保健等の関係者、行政機関

の協力を得ながら共に考え実行していく民間の社会福祉団体です。

組織運営の特徴としては、地域住民の参加により民間組織としての「自主性」と広

く町民や社会福祉関係者に支えられている「公共性」という二面性を併せ持った組織

であるということになります。

本町では、急速に進む高齢化、核家族化による家族機能の低下、また地域の相互扶

助機能の弱体化、住民相互のつながりの希薄化など、地域社会が変貌しています。一

方社会情勢が複雑化する中で、高齢者や障がい者の自立と社会参加の促進、住民の社

会貢献意識の高まりなど福祉を取り巻く環境も大きく変化しています。

このような中、『地域に密着した住民参加による福祉活動の展開』、『在宅高齢者、

身体障がい者等の日常生活支援事業の展開』を重点目標に掲げ、地域住民の理解と参

画を得ながら地域の福祉力を高め、安心して暮らせるまちづくりのため関係機関・団

体と連携をはかり、効率的な事業展開をはかるネットワーク作りに取り組んでいます。

～ 社会福祉協議会とは ～

社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない

民間組織です。昭和２６年（１９５１年）に制定された社会福祉事業法（現在の「社会福祉

法」）に基づき、設置されています。

社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆様のほか、民生委

員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関

係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのでき

る「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動を行っています。

たとえば、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運

動への協力など、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面で地

域の福祉増進に取り組んでいます。

（出展：全国社会福祉協議会ホームページより）
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（２）民生委員・児童委員の活動

本町では平成２０年４月現在、３地域で８２人（うち主任児童委員３人）が民生委

員・児童委員として活動しています。

主な活動として、担当地域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握する「社会

調査活動」、地域住民が抱える問題に親身になって相談を受ける「相談活動」、社会福

祉の制度やサービスの内容・情報を地域住民に的確に提供する「情報提供活動」を行

っています。

さらには、３地域ごとに毎月定例会を開催し、委員間の情報の共有を図り、多岐に

わたる相談内容に対応するなど、地域福祉の推進において重要な役割を担っています。

図表１６ 地区ごとの配置状況 （単位：人）

地 域 名 定 数

高田地域 ５４（１）

本郷地域 １７（１）

新鶴地域 １１（１）

計 ８２（３）

＊括弧書きは、主任児童委員を再掲 平成２０年４月１日現在

（３）地域活動、ボランティア活動の状況

町内では、ボランティア団体やＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）が、各地域でそ

れぞれ福祉活動や子どもの健全育成さらには自然環境の保護、環境美化を目的とした

地域活動を行っています。

また老人クラブでは、仲間づくりや健康・生きがいづくりを目的として、高齢者の

経験と能力を社会の各場面で積極的に生かすために社会参加活動や教養講座への参加、

健康づくりのスポーツ活動などを中心に活動をしていますが、会員数は年々減少傾向

となっています。

シルバー人材センターでは、豊かで積極的な老後生活の維持と社会参加による生き

がいづくりを目指し、町業務の委託促進、町民へのＰＲ活動、会員の技能レベル向上

のための技能講習会などを実施し高齢者の就業を促進しています。

図表１７ 老人クラブの状況 （単位：人）

平成１８年 平成１９年 平成２０年

団体数 ３１ ２９ ２３

会員数 １,２２４ １,０６１ ８２９

各年４月１日現在

図表１８ シルバー人材センターの登録者数の推移 （単位：人）

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

会員数 ２２７ ２８５ ２８３

就業者数（延べ） ３６,０３９ ３５,２４５ －

＊就業者数は、１年間の延べ人数
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（４）保健・医療・福祉施設等の状況

保健福祉施設は、高齢者福祉センターなどが本郷・新鶴地域に整備されています。

医療では病院、診療所が高田地域を中心に、子育て支援では保育所や放課後児童

クラブが各地域で整備されています。

介護保険施設及び障害者施設は高田地域を中心に各地域に整備されており、その他、

介護保険在宅サービス施設が各地域で事業を行っています。

さらには、平成１８年度から新たに地域包括支援センターが設置され、高齢者支援

の中核施設として相談・支援事業を行っています。

図表１９ 主な保健・医療・福祉施設等の現状 （単位：か所）

区 分 高 田 本 郷 新 鶴 合 計

病院 １ １

一般診療所 ４ ４ １ ９
医

療
歯科医院 ４ ３ ７

公立保育所（園） ３ １ １ ５

私立保育所（園） １ １

公立幼稚園 １ １ １ ３

私立幼稚園 １ １

放課後児童クラブ ２ １ １ ４

子

育

て

支

援

児童館 １ １

保健福祉施設 １ １ ２

介護保険施設 ２ １ ３

介護保険在宅サービス施設 ３ ２ １ ６

障害者施設 １ １ １ ３

平成２０年４月１日現在

（５）福祉教育活動

①小学校における福祉教育

ほとんどの小学校で正規のカリキュラムとして福祉教育を取り入れいます。その主な

内容としては、疑似体験や施設訪問などを行っています。そのなかで子どもたちは、お

互いが支え合うことの大切さを感じ、福祉のあり方を考えるよい機会になっており、今

後も継続して実施する予定であります。

なお、現在実施していない学校でも今後は正規のカリキュラムに取り入れ、実施する

予定であります。

②中学校における福祉教育

３校中１校で、授業に関連して福祉教育を取り入れ、その主な内容としては、施設訪

問や清掃活動などを行っており、今後も同様に継続していく予定です。

しかし、ほかの２校では実施されておらず、その主な理由としては、『時間がない』、

『福祉教育をどのように行って良いかわからない』などが挙げられています。また今後

の予定についても未定であります。

③高校における福祉教育

高校においては、３年生を対象に授業に関連して福祉教育を取り入れ、福祉に関する

法律の学習や日常の介助体験を行っており、今後も同様に継続していく予定です。

この体験により生徒たちのなかに、思いやりの心が芽生え、今後の生活に生かして行

きたい等の感想が多く持たれるようになりました。
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３ 地域福祉の課題

[１] 地域福祉に関するアンケート調査に基づく課題

（１）基本属性から見た地域福祉について

①高齢者の視点にたった地域づくり

基本属性から見た地域福祉の前提条件の第１は、性別では女性が全体の54.3％を

占めており、年齢別では全体の 44.4％が６０歳以上でありました。さらには、ご自

身もしくは家族の中に６５歳以上の方が同居している割合が51.5％と高くなってい

ますので、「高齢者」の視点に立った地域づくりを推進する必要があると考えられま

す。

②定住志向をふまえた福祉のまちづくり

本町住民の居住年数については、69.8％の方が２０年以上の長期居住者となって

います。また、今後も本町に「住み続けたい」（62.8％）、「なるべく住み続けたい」

（23.3％）を合わせて８割以上の方が『定住派』となっています。

このような居住年数の現状や住民の定住志向をふまえたうえで、子どもから高齢

者まで誰にとっても住みやすい福祉のまちづくりが必要であると考えられます。

③福祉対象者の立場からみた福祉意識の啓発やボランティア活動

今後も会津美里町に住み続けたいと思いますか

4.1

8.4

23.3

62.8

1.3

0 10 20 30 40 50 60 70％

無回答

ぜひ移りたい

できれば移りたい

なるべく住み続けたい

住み続けたい

同居状況（複数回答）

5.2

22.2

11.3

12.3

51.5

20.5

16.3

14.6

0 10 20 30 40 50 60％

無回答

いずれもいない

障がいのある方

介護を必要とする方

６５歳以上の方

中学・高校生

小学生

乳幼児
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町民の７割以上（72.7％）の方は、福祉と「関わりない」と答えています。これ

に対して、福祉と関わりのある人は、「福祉サービスを利用している」（8.0％）、「ボ

ランティアをしている」（4.4％）、「福祉の仕事をしている」（4.2％）などで、これ

らの回答者の家族構成を見た場合、「介護を必要とする方」（44.2％）や「障害のあ

る方」（30.3％）など、福祉対象者のいる世帯が福祉と関わりをもつことが多い現

状となっています。

このような現状から、誰にとっても住みやすい福祉のまちづくりを目指すために

は、介護を必要とする人や障がい者、高齢者など福祉対象者の立場からみた福祉の

まちづくりに向けての町民意識の啓発やボランティア活動への取り組みが重要であ

ると考えられます。

（２）地域生活について

①「近所付き合いは必要」８割、「親しい付き合い」６割、この落差を埋めること

近所付き合いについてみますと、全体の６割（61.2％）の人が『親しい』付き合

い、３割（30.6％）の人が『親しくない』付き合いと答えています。

今後の近所付き合いについては、『親しくしたい』が約７割（68.7％）、『親しくし

なくてよい』が約３割（28.7％）となっています。

近所付き合いに対する考え方では、「親しく相談したり助け合ったりするのは当

然」と回答されている方が半数以上（53.9％）おり、「わずらわしいが必要」（27.5％）

を合わせた『近所付き合いは必要』という考え方は全体の８割強（81.4％）に達し

ています。

つまり、町民の８割以上の方は『近所付き合いは必要』と考えながら、実際に近

所付き合いが『親しい』人は６割にとどまっており、この差を地域社会でどのよう

に埋めていくことができるかが検討課題となっています。

②地域づくりの基本としての友好的な近隣関係の構築

福祉との関わり

72.7

9.7

1.0

4.2

4.4

8.0

0 10 20 30 40 50 60 70

無回答

関わりない

ＮＰＯ活動をしている

福祉の仕事をしている

ボランティアをしている

福祉サービスを利用している

近所付き合い

6.4

30.6

2.5

1.1

27.6

49.1

19.6

1.8

44.3

16.9

0 10 20 30 40 50 60％

無回答

ほとんどもしくは全くない

それほど親しくない

わりと親しい

とても親しい

現在

今後

80％
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身近な要支援者への支援に対する考え方では、「できる範囲で支援したい」

（41.5％）、「支援したいが、自分のことで精一杯でその余裕がない」（32.0％）、「支

援したいが、何をすればよいのか分からない」（10.6％）など、８割以上の人が支援

をしたいという気持ちをもっています。

日常生活が不自由になったとき地域の人に手助けしてほしい内容では、「安否確

認の声かけ」（51.0％）や「災害時の手助け」（38.7％）、「話し相手」（29.0％）の順

になっています。

また、手助けしてほしい相手には、「隣近所の人」（52.3％）、「友人・知人」

（32.9％）、「ボランティア」（23.4％）、「ＮＰＯなどの民間団体」（18.7％）となっ

ています。

さらに、地域の人へ手助けできる内容では、「安否確認の声かけ」（60.9％）が最

も多く、次に「災害時の手助け」（37.9％）、「話し相手」（36.3％）や「買い物の手

伝い」（25.9％）、「高齢者などの見守り」（21.0％）となっています。

これらのことから、住民が地域に期待する内容と地域住民が手助けできる内容と

は合致したものが多く、近所付き合いが進むにつれ、手助けできる内容も深まると

考えられます。課題は、いかにして友好的な近隣関係を築くかにあるものと考えら

れます。

（３）福祉に対する意識や活動について

地域での手助け（複数回答）

7.4

25.9

36.3

9.5

4.3

1.3

38.7

27.4

11.7

25.3

9.3

4.5

1.7

10.1

14.6

37.9

21.0

4.0

60.9

9.2
22.0

29.0

51.0

20.2

0 10 20 30 40 50 60 70％

無回答

特にない

その他

災害時の手助け

高齢者などの見守り

短時間の子供の預かり

通院など外出の手伝い

お弁当の配食

家事の手伝い

買い物の手伝い

話し相手

安否確認の声かけ

手助けしてほしいこと

手助けできること
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①良好な社会関係を維持するための福祉サービスの提供

福祉について７割強（75.6％）が『関心がある』と回答しており、これを分野別

にみますと「高齢者に関する福祉」（41.0％）への関心が最も高く、次に「福祉全般」

（37.1％）、「子どもに関する福祉」（10.0％）となっています。

また、年代別では「高齢者に関する福祉」への関心は、高齢者（６０歳代46.2％、

７０歳代48.3％）の割合が高く、「子どもに関する福祉」への関心は、３０歳代の子

育て世代（34.8％）が高くなっています。

関心の高さはニーズの高さを反映しており、そのニーズは本人のみならず、同居

する家族も同じような傾向あると推量されますので、本人とサービスをつなぐだけ

の地域福祉では不十分であり、本人と家族さらには近隣などとの良好な社会関係を

維持するための福祉サービス提供が必要になると考えられます。

②地域に根ざした福祉意識の育成

地域活動・ボランティアへの参加状況と意向について、「現在参加している」は

9.3％、「今後参加したい」は 40.0％で、参加への肯定的意識を持つ人は５割近くい

ます。その一方で、「今後も参加したくない」という参加への否定的意識を持つ人は

３割近く（29.2％）になっています。

ボランティア・ＮＰＯ活動を活用するために、町に必要な取り組みでは、「活動に

関する情報提供」（38.7％）が高い割合を示していますが、参加できない要因をみま

すと、「活動する時間がないこと」（25.7％）が最も高く、「身近に団体や活動内容に

関する情報がないこと」（8.5％）は少数でした。

このような現状をふまえながら、今後の地域福祉活動のあり方を考えますと、活

動に関する画一的な情報提供にとどまらず、住民が参加しやすい活動の場所や時間

の設定とともに、住民にとって関心の高い福祉問題を軸にしながら、地域に根ざし

た福祉意識の向上と啓発・育成が必要であると考えられます。

（４）福祉サービスについて

関心がある福祉分野

4.6

0.2

7.1

10.0

37.1

41.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45％

無回答

その他

障がいに関する福祉

子どもに関する福祉

福祉全般

高齢者に関する福祉

地域活動への参加

21.6

29.2

40.0

9.3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45％

無回答

今後も参加したくない

今後参加したい

現在参加している
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①老後も安心して暮らせるまちづくり

日常生活での不安や悩みとして、「自分や家族の健康のこと」（53.7％）、「自分や

家族の老後のこと」（50.0％）、「介護の問題」（29.2％）、「経済的な問題」（28.7％）

が挙げられています。

不安や悩みの相談相手では、「家族・親族」が全体の７割弱（66.3％）と圧倒的な

高さを示しており、これに「近所の人、知人・友人」（33.3％）が続いています。核

家族化が進み、家族機能が低下する中で、このような家族への依存がますます困難

になろうとしています。

このような中で、今後地域においてどのようなサポート体制を構築するかが大変

重要な課題になっていると考えられます。

②高齢者の健康と生きがいの場づくり

高齢者の地域生活で大切なことは「健康」（71.8％）、「家族の協力」（63.2％）、

「福祉サービス」（47.2％）、「生きがい」（39.1％）が挙げられています。

高齢者の地域生活は健康問題と直結しており、健康であってこそ生きがいも生ま

れると考えられます。このような高齢者の健康・生きがいの場づくりが高齢社会に

おける最も重要な課題であると考えられます。

③障がい者が地域の中で自立できる福祉のまちづくり

障がい者の地域生活で大切なことは、「家族の協力」（58.1％）、「福祉サービス」

悩みや不安（複数回答）

7.7

9.8

8.2

9.4

28.7

29.2

50.0

53.7

0 10 20 30 40 50 60％

無回答

特にない

隣近所との関係

子育てに関すること

経済的な問題

介護の問題

老後のこと

健康のこと

高齢者が生活するうえで大切だと思うこと（複数回答）

4.8

32.7

39.1

42.2

47.2

63.2

71.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80％

無回答

地域住民の理解や協力

生きがい

人とのつながり

福祉サービス

家族の協力

健康
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（57.4％）、「地域住民の理解や協力」（51.4％）、「健康」（39.6％）が挙げられてい

ます。「高齢者」と異なる点は、障がい者の場合、「家族の協力」の他に自立に必要

な「福祉サービス」や「地域住民の理解や協力」などが上位に挙げられている点で

す。

このように障がいをもつ本人が身体的・精神的に健康であり、本人の自由意志で

地域の中で自立した生活がおくられるよう、多様なサービスを提供できる福祉のま

ちづくりが必要であると考えられます。

④子どもたちの安全確保と心身の健康を重視したまちづくり

児童（１８歳未満）のことで関心のあることは、「子どもの安全（事件、事故の防

止など）」（55.8％）、「心と体の健康」（55.7％）、「いじめ、不登校」（52.5％）、「非

行、少年犯罪」（41.5％）となっています。

この結果は、性別・年齢別・同居の状況別のどの区分においても同様な傾向を示

しており、今後の地域づくりには、子どもたちの安全の確保と心身の健康を重視し

たまちづくりが必要であると考えられます。

⑤分かりやすい情報提供と相談支援の体制づくり

障がい者が生活するうえで大切だと思うこと（複数回答）

6.5

32.0

33.0

39.6

51.4

57.4

58.1

0 10 20 30 40 50 60 70％

無回答

生きがい

人とのつながり

健康

地域住民の理解や協力

福祉サービス

家族の協力

子どものことで関心があること（複数回答）

9.5

18.1

21.7

41.5

52.5

55.7

55.8

0 10 20 30 40 50 60％

無回答

子どもの権利（虐待など）

勉強、進学

非行、少年犯罪

いじめ、不登校

心と体の健康

子どもの安全
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福祉サービスを安心して利用できるために町が取り組むことについては、「福祉サ

ービスに関する情報提供を充実する」（64.8％）、「適切な相談対応やサービス選択

の支援ができる体制を整える」（50.2％）、「行政やサービス事業者の情報公開を進

める」（25.2％）などが挙げられています。いずれにしても、福祉サービスの分かり

にくさや利用のしにくさ等が指摘される中で、誰にとっても分かりやすい情報提供

のあり方や相談支援体制づくりが強く求められており、利用者の視点からのみた相

談支援体制づくりが重要であると考えられます。

（５）福祉施策全般について

①民生児童委員の地域における周知度の向上

民生児童委員の活動内容の周知度については、「高齢者など支援が必要な人への

訪問」（46.0％）、「日常生活の悩みや心配事の相談」（39.9％）、「福祉に関する情報

の提供」（28.3％）などと、「いずれも知らない」（23.9％）よりも高い数値を示して

おります。これに対して、自分の居住地区の担当民生児童委員を「知らない」とい

う人が約半数（49.3％）を占めており、活動内容は知っているものの、誰が自分の

担当地区の委員か知らないという人が多いということが分かります。

民生児童委員は地域福祉を推進する役割を期待されている人であり、誰がどの地

区の担当者か住民自身が知らないことは、地域福祉推進にとって大きなマイナス要

因といえます。このような観点から、民生児童委員の地域における周知度を高める

工夫が必要であると考えられます。

②地域住民のニーズに沿った社会福祉協議会の地域福祉活動

サービス利用者が安心して利用するために町が取り組むこと（複数回答）

11.0

4.7

16.2

18.8

25.2

50.2

64.8

0 10 20 30 40 50 60 70％

無回答

特にない

利用者の権利を保護

する仕組みをつくる

苦情やトラブル解決

の支援体制を整える

情報公開を進める

相談体制や支援体制

を整える

情報提供を充実する

民生児童委員の活動内容の周知度（複数回答）

23.9

19.5

23.5

28.3

39.9

46.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50％

いずれも知らない

行政の依頼による事実確認

児童に関する相談

福祉に関する情報提供

悩みや心配事の相談

支援が必要な人への訪問
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社会福祉協議会の認知度については『名前は知っている』（68.2％）が、『活動の

内容は知らない』（73.1％）という状況になっていますが、活動で充実して欲しいこ

とは、「誰もが安心して在宅で生活するための福祉サービス」（49.7％）が最も多く、

次に「援助を必要とする方々やそれらの団体への支援」（38.3％）、「身近なところで

福祉の相談ができる窓口」（37.7％）となっています。

「誰もが安心して在宅で生活するための福祉サービス」は、各年代・各世帯とも

共通して高い数値を示していますが、全体で12.7％の「子育てに関する支援」では

２０歳代（40.6％）、３０歳代（37.5％）の方や１歳未満の乳児のいる世帯（46.9％）、

小学生未満の幼児のいる世帯（35.6％）となっており、年齢や世帯の状況によって

社会福祉協議会に対する期待の内容に違いがあることが分かります。

社会福祉協議会の地域福祉活動は、以上のように地域での認知度を高める方策と

年齢や世帯の状況などをふまえながら地域住民のニーズに沿った地域福祉活動の計

画づくりが重要になると考えられます。

③意識づくりと協働のための支援策が必要

人にやさしいまちづくりに必要な施策として、「お互いが気軽に助け合える意識

づくり」（51.3％）が最も多く、次に「道路整備」（40.1％）、「駅やスーパー、病院、

公共施設の環境整備」（31.2％）となっており、インフラの整備よりも助け合える意

識づくりの方が必要とされています。

また社会福祉に対する行政と地域住民の関係では、「行政も住民も協力し合い、と

もに取り組むべき」（51.4％）が半数以上を占め、これに「家庭や地域で助け合い、

できない場合には行政が支援すべき」（19.5％）を合わせて協働型の意識をもつ町民

が全体の７割を占めています。

これらのことから、町民と行政が役割と責任を確認しながら協働してまちづくり

を進めていくための意識づくりと支援策が必要であると考えられます。

社会福祉協議会が行う活動・支援として充実してほしいこと（複数回答）
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12.4

12.7

13.8

28.0
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49.7
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特にない

ボランティア活動への

参加促進と支援

子育てに関する支援

福祉教育の推進

身近な支え合い活動

への支援

身近なところで相談

できる窓口

援助を必要とする人

や団体への支援

在宅で生活するため

の福祉サービス
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④協働の地域福祉システムの構築

地域福祉推進のために町が優先して取り組むべき課題としては、「高齢者等が安

心して在宅生活を続けられるサービス提供体制の整備」（45.0％）や「福祉サービス

に関する情報提供や案内の充実」（31.2％）、「自治会などを基盤とした地域の支え

合いのしくみの再構築」（28.1％）などの割合が高くなっています。

これらのことから、いかにして高齢者等が安心して在宅生活を続けられるサービ

ス提供の基盤づくりと住民と行政の協働の地域福祉システムの構築が必要であると

考えられます。

「人にやさしいまちづくり」のために取り組む必要があること（複数回答）

3.3
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28.4
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交通環境の整備
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地域福祉の基盤整備のために行う施策の優先度（複数回答）
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認知症など判断能力に支障のある人への
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人権が尊重され、
つながりを大切にするしくみづくり

身近なところでの窓口の充実

地域での支え合うしくみの再構築

福祉サービスに関する情報提供や案内の充実

高齢者等が安心して在宅生活を続けられる
サービス提供体制の整備
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（６）自由意見・要望からの課題

だれもが安心して暮らすことができるまちづくりについて、１９９件の意見・要望が

寄せられました。なかでも、「近所付き合い・地域交流」に関するものが３９件、「情報

の提供・相談体制の整備」に関するものが２９件、「高齢者福祉」及び「福祉環境」に関

するものが各々１８件となっており、また将来を見据えた「福祉教育の充実・人材育成」

に関するものが１６件と多くみられました。

これらのことから行政の課題としては、住民の身近な場所に相談窓口を設置したり、

福祉サービス情報や案内の充実、さらには福祉教育や人材養成、ボランティアの育成を

図り、官民協働のシステムづくりを推進することなどが挙げられます。

これに対して、住民の努力事項として、隣近所や自治区等において地域での支え合い

活動や一声運動の実践のほか、地域社会の様々なボランティア活動や福祉活動などを通

じて、町民意識を高めたり、近隣ネットワークづくりが重要であると考えられます。

＊自由意見・要望から

・困っている時に、困っていると言いやすい環境作りが必要ではないかと思います。

解りやすい情報の提供と話しやすい窓口、相談しやすい環境作りが必要です。近所

の人が大切な場合と、知らない人の方が相談しやすい場合と、様々なケースがある

と思いますので、柔軟な対応が出来る窓口が必要と思います。

・身近な所で親身に相談にのってくれて、信頼関係がもてる窓口は必要だと思います。

“わからない”という気持ちが本当のことだと思うので、わかりやすく、その人に

一番良い方法を家族といっしょになって考えてくれる所があれば、きっとやさしい

気持ちですごせると思います。身体のケアも大切ですが、心のケアも生活をしてい

く上でも必要なことだと思います。“ここに行けば、相談できる”、というわかりや

すく入りやすい明るい場所にしてほしいです。

・高齢者と子供達の交流促進を図る手段はないものか? 高齢者の方々は孫が心をいや

してくれる。幼・小・中の子供達にはお年寄を大事にする気持ちの啓発。上記2 点

をミックスする事に依り高齢者へのいやし、子供達への情操教育が出来るのではな

いか……。そんな企画が出来たらと思う。

・どんなことにもあてはまることだと思いますが、子どもたちへの教育で取り組むこ

とができると良いと思います。そうすれば、その教育を受けた子どもたちが大人に

なったときに、意識や行動に反映される部分があると思います。すぐに変わらない

と思いますから、長い目で見ることや、どのようなプログラムを学校教育で行うか

など検討することが必要だと思います。

・現在障害者の認定を受け、医療費給付他様々な福祉の恩恵を受けて居る者です。75

年間大病もせず入院生活をする事もなく過して来ました。過去20年程前ですが、老

人と夫婦 3 人暮らしで優良健康家庭として 1 度だけですが表彰を受けた事が有り、

健康保険料など負担する立場で参りましたが、近年災難続きで長期入院等で恩恵受

ける立場となり、福祉制度の重要性をつくづく感じて居る次第です。今後とも負担

と需給とバランスのとれた制度を続けて下さい。

・<マナーの意識改革>体の不自由な人、高齢者は体調、天候、家族の都合などが揃わ

ないと外出できません。久々に楽しみに外出すると車いすスペースの駐車地には若

い親子連れや健常者の車でいつも駐車できません。確かに、健常者ばかりの家族で

は、そこまでの意識が届かないのでしょう。自分優先から弱者優先のマナーをせめ

て美里町の人々には常識にしてほしいと思います。子ども達は、素直に守っている

のに、大人の方が守れていないのはどうしてでしょう。大人の人にこそ再教育が必
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要だと痛感しております。

・今の所不自由していないので良くわからないけど家族にそういう事があらわれたら

考える事がいろいろうかんでくるだろうと思います。その時は知人、友人、隣近所

の方々に支えてほしいと思う。町の人や福祉関係の人達にも。

・民生委員の仕事の内容が、このアンケートによって初めて、わかった。3区、４区は

１人と聞いている。これはおかしいと思う。その区、その区に１人いるべきで、核

家族、高齢者に「みつ」に対応出来ると思う。是非実現して欲しい。

・現在のサービス提供で必要なサービスを受けることができなかったり過剰なサービ

スではないかと思われるサービスを受けている方がいるように感じております。だ

れもが平等にニーズに合ったサービスが受けられているか評価する所も必要なので

はないかと思います。美里町の医療の中核を担う高田厚生病院も医師不在で受診で

きなかったり、バスから福祉タクシーとなりとても不便を感じています。今後町の

活性化とともに住み良い町、元気な町となる様自分にできる協力をしていきたいと

考えます。
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[２] 住民座談会を通じてみえてきた課題

地域福祉計画の策定にあたり、「みなさんの声を聞かせてください」をテーマに、地域

のみなさんが普段の生活の中で困っていることや不便に思っていることをお聞きしまし

た。この住民座談会は、住民の目線から見た生活課題をまとめていく方法として、町内

３０カ所延べ３３回開催し、そこでみえてきた課題は以下のとおりです。

（１）近隣関係について

○近所付き合いの希薄化

○地域での交流事業の充実

○地域住民によるサポート体制の構築

（２）社会福祉協議会、民生児童委員について

○民生児童委員数の拡充

○民生児童委員と地域住民の連携強化

○社会福祉協議会の活動内容の周知

（３）相談体制について

○気軽に相談できる窓口の設置

（４）就労支援について

○高齢者、障がい者の就労場所の確保

（５）災害時の支援について

○町防災計画の周知

○全町民を対象とした防災訓練の実施

○災害時の対応マニュアルの作成

（６）福祉行政について

○町、社会福祉協議会、民生児童委員の連携強化及び情報の共有

○役場内各課の連携強化

○子育てしやすい環境づくりを企業へ啓発

○地域に密着した保健活動の充実

（７）その他

○あいあいタクシーの周知及び拡充

○空き公共施設を福祉施設としての有効利用
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[３] 地域福祉推進への課題
本町の社会動向や地域の実情を踏まえて、これからの福祉施策をさらに推進していく上で

の課題を整理します。

（１）連携による地域福祉推進の体制づくり

地域福祉を推進していくためには、行政はもとより町民、関係機関・団体、事業者

など地域に住み、地域に関わるすべての人たちが深い信頼関係のもと、適切に役割分

担をして地域ぐるみで取り組んでいく必要があります。

また、子育て支援、高齢者福祉、障がい者福祉、低所得者福祉など個別の対策だけ

でなく、町民の生活全体を視野に入れた横断的な視点からの効果的な取組を進める必

要があります。

・町民と行政、関係機関・団体、事業者等の信頼関係の構築と連携体制の強化

・地域福祉と生活関連分野など横断的な視点による取り組み

・個人情報を保護しながら支援が必要な人を発見し、対応できる仕組みづくり

（２）福祉のこころづくりと実践

地域福祉の根底をなすものは、町民の福祉のこころ、町民同士のつながりです。

町民の生活スタイルや意識の多様化などにより、町民同士のつながりが希薄になって

います。このため、日頃のあいさつや声かけなど、生活のちょっとしたことから町民

同士のつながりを深めていく必要があります。

町民の地域における自主的な活動は盛んに行われていますが、そのような活動に

だれもが気軽に参加できる環境が必要になっています。

地域福祉に対する町民の関心を高めるとともに、福祉活動に関わる人材の育成を促

進し、家庭における介護力の向上、福祉サービスの質の向上を図る必要があります。

・地域福祉推進の基盤となる、町民同士のつながりの強化

・地域の活動への参画機会の拡充と参加しやすい環境づくり

・福祉人材の育成による家庭介護力、福祉サービスの向上

（３）必要な支援の提供

困ったときにいつでも気軽に相談ができ、必要な支援につながることは、安心感の

第一歩でありますが、さまざまな福祉サービスや活動などが町民に十分知られていな

かったり、福祉サービスに対する誤解などから、サービスの利用に対して抵抗感を持

っている人も見られます。このため、支援の必要な人に気兼ねなく適切な福祉サービ

スが提供される必要があります。

・町民が迷うことなく気軽に相談できる体制

・サービスを気兼ねなく利用できる環境づくり

・障がい者等のコミュニケーション手段の充実

（４）健康づくりの推進

高齢社会の中、生涯にわたり健康で暮らせるよう、町民自身の自発的な健康づくり

への取り組みを支援することが必要です。健康づくりの活動等と福祉部門との連携を

図り、健康の維持増進と福祉の向上の相乗効果を高めていく必要があります。

・町民の健康づくり活動への支援と福祉事業との連携

（５）安心して暮らせる環境

地域の治安や災害などに対する不安、町民のモラルに係る問題、町民の足の確保、

さらに災害時における要支援者の安全確保と個人情報保護の課題が見られます。障が

いの有無や年齢などにかかわらず、誰もが安心して暮らすことのできる地域の環境が

必要になっています。そのような地域をつくるためには、町民同士のつながりと町民

の参画による地域づくり、環境整備が必要です。

・防災、防犯など安心して暮らせる地域環境

・災害時における要援護者への支援

・障がい者などの参画による施設等の整備
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１ 基本理念
核家族化の進展やひとり暮らし、高齢者世帯の増加、地域住民のつながりの希薄化など、

地域社会のあり方が変化しています。また、高齢者や障がい者など社会的弱者の方々が地域

での支援を必要としています。こうした中、住み慣れた家や地域で安心して生活するために

は、人にやさしいまちづくりの推進とともに、地域と連携したきめ細やかなサービスの充実

と、地域住民がパートナーシップという共通認識を持つことが必要とされています。

これからの本町は、今までより以上に、一人ひとりの人権が尊重され、地域社会の一員と

して日常生活を営み、社会、経済、文化などあらゆる活動に平等に参加できる、誰もが安心

して暮らせる町をつくっていくことが必要です。

そのような町をつくっていくために大切なことは、困っている人がいたら助けてあげたい、

という福祉の心です。時代がめまぐるしく変化し、社会環境が変化している中、いつしかそ

のような福祉の心が見えにくくなっています。しかし、そのような心がなくなったわけでは

ありません。だれでも福祉の心を持っているのに、それを発揮できない、実際の行動に移せ

ないだけだと思うのです。みんながちょっとした勇気を持ち、一歩ずつ踏み出す。そのよう

な行動の輪が広がり、地域福祉の町がつくられていくのです。

会津美里町地域福祉計画では、“あなたの思いを行動に”を合い言葉に、町民、行政、関係

機関・団体、事業者など、それぞれの心が通い合う『健やかで優しい福祉のまちづくり』を

推進していきます。

【 地域福祉の基本理念 】

第３章 計画の基本的な考え方

健やかで優しい福祉のまち
～ あなたの思いを行動に ～
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２ 基本目標
地域福祉の基本理念「健やかで優しい福祉のまち」を推進していくために、５つの基本

目標を掲げます。

☆ 基本目標１「共に歩む地域福祉のまち」

地域が抱える課題を解決し、誰もが暮らしやすいまちをつくっていくために、町

民、行政、関係機関・団体、事業者など地域に住む人、地域に関わる人すべての人

たちが、それぞれの役割を分担し、共に歩む地域福祉の推進体制をつくります。

また、福祉サービス等に係る情報提供や相談体制を充実するとともに、個人情報

の保護を図る中で、地域における支援が必要な人を発見し、地域ぐるみの支援がで

きる体制を確立していきます。

☆ 基本目標２「福祉文化が根づくまち」

町民誰もが持っている福祉の心をさらに高め、実際の活動につなげていけるよう、

町民の日頃のつながりを深めるとともに、子どもからおとなまで、福祉教育を推進

します。

町社会福祉協議会と行政が連携し、町民主体の地域福祉の推進に努めます。

ボランティア活動など地域の活動に町民が参加しやすい環境づくりと活動支援を

図ります。

地域福祉に対する町民の関心を高め、福祉活動の担い手の育成に努めます。

☆ 基本目標３「健康で明るい生活が送れるまち」

さまざまな支援を必要とする人が、抵抗感なく福祉サービスを利用できるよう、

福祉サービスの向上と、福祉サービス提供事業者の参入促進と連携など、福祉サー

ビス提供基盤の整備を図ります。

すべての人が健康寿命を伸ばし、明るい生活が送れるよう、行政の様々な分野の

相互の連携を強化し、住民の健康づくりに関する意識の高揚と住民主体の健康づく

り活動の促進を図ります。

☆ 基本目標４「自分らしくいきいきと暮らせるまち」

生涯にわたり自分らしくいきいきと暮らせるよう、高齢者及び障がい者の生きが

いづくりを推進するとともに、交流を促進し、町民誰もが交流活動を通じて、心の

ふれあいと連帯意識を深め合う機会の増加を図ります。
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☆ 基本目標５「安心して暮らせるまち」

障がいの有無や年齢、国籍などにかかわらず、町民誰もが安心して暮らすことの

できるまちをめざし、町民同士のつながりを基盤に、防犯、防災体制の強化、介護

が必要な人への外出支援、障がいのある人や高齢者などの参画によるバリアフリー

（*1）、ユニバーサルデザイン（*2）のまちづくりを図ります。また、個人情報の保

護を図りながら、地域のつながりを基盤に、災害時における要支援者の安全確保に

努めます。

バリアフリー（＊１）

施設や設備などの段差をなくしたり手すり・スロープを設置するなどにより、心身に障がい

等があっても利用しやすいように改善すること。

ユニバーサルデザイン（＊２）

年齢や障がいの有無にかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデ

ザインすること。
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◇ 施策の体系

健やかで優しい福祉のまち ～あなたの思いを行動に～

基本目標 施策の柱

１．共に歩む地域福祉のまち １ 町民と行政の連携体制の確立

(1) 町民と行政の交流、連携体制の
確立

(2) 情報提供の充実
(3) 相談体制の充実

２．福祉文化が根づくまち １ 福祉教育の推進

(1) 学校教育における福祉教育
(2) 生涯学習における福祉教育
２ 社会福祉協議会等の活動への支

援と連携

(1) 社会福祉協議会との連携
(2) 民生委員・児童委員との連携
３ 町民の活動への支援

(1) ボランティアの育成と活動へ
の支援

(2) 地域組織等への支援
４ 福祉人材の育成

(1) 福祉人材の育成

第４章 施策の展開
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基本目標 施策の柱

３．健康で明るい生活が送れるまち １ 子育て支援の充実

(1) 子育てと仕事の両立支援
(2) 子どもの権利擁護
２ 高齢者支援の充実

(1) 高齢者福祉施策の充実
(2) 高齢者の権利擁護
３ 障がい者支援の充実

(1) 障がい者福祉施策の充実
(2) 障がい児保育・教育の充実
(3) コミュニケーションの向上
４ 健康づくりの推進

(1) 子どもの健康づくりの充実
(2) おとなの健康づくりの充実
(3) 地域医療体制の充実

４．自分らしくいきいきと暮らせる

まち

１ 就労支援体制の充実

(1) 高齢者・障がい者の就労の促進

２ 生きがい活動の充実

(1) 生きがい活動の充実
(2) スポーツ・レクリエーション活
動の推進

５．安心して暮らせるまち １ 要支援者の安全確保

(1) 要支援者の把握
(2) 要支援者への支援
２ 安全対策の充実

(1) 防災対策の充実
(2) 防犯対策の充実
３ 活動しやすいまち

(1) バリアフリー、ユニバーサルデ
ザインの推進

(2) 外出への支援
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１ 町民と行政の連携体制の確立

（１）町民と行政の交流、連携体制の確立

◇現状

町民が主体となった地域福祉のまちづくりを実現するためには、町民と行政が連携して

取り組むことができる体制が必要です。地域福祉アンケート調査でも、社会福祉サービス

を充実させていくうえでの行政と地域住民の関係については、「行政も住民も協力し合い、

ともに取り組むべきである」が最も多くなっています。

町民と行政の信頼関係が築かれるよう、お互いが意見を交わし合い、情報を交換し合う

ことのできる機会、町民が参画した行政計画等が策定されるよう、策定委員会への町民の

参加、パブリックコメントの実施などを進めていく必要があります。

◇施策の目指す姿

町民と行政が連携し、町民主体の地域福祉のまちづくりが実現できるよう、適切な情報

公開に努めながら、地域福祉推進のための町民と行政の連携体制の整備を図ります。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○行政との意見交換、意見提案、行政活動へ参加する。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○町民との協働による地域福祉活動を推進する。

○行政等との情報交換、連携を図る。

◇行政の役割（町がやること）

○「情報公開制度」に基づき、町民の利用しやすい情報公開を推進する。

○町民と行政の対話機会として、地域懇談会などの開催に努める。

○町民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、パートナーシップ（＊）制度を

確立し、実践に努める。

パートナーシップ（＊）

同じ目的に向かって、住民と行政などが役割分担しながら協働して進めていくもの。

基本目標１

共に歩む地域福祉のまち

目指す姿を実現するための役割
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（２）情報提供の充実

◇現状

要介護高齢者や障がい者などの介護、子育てと仕事との両立など、町民が日頃の生活の

中で抱えるさまざまな悩みや問題を解決し、また、ボランティアなどの地域の活動に取り

組んでいくためには、適切な情報を的確に入手できる体制が必要です。地域福祉アンケー

ト調査でも、地域福祉推進のためには情報の提供が求められています。

本町では、各担当課の窓口や広報紙、ホームページなどを通じてさまざまな情報提供を

行っています。今後も町民が必要なときに迅速に必要な情報を入手できるよう、関係課等

が連携し、わかりやすく利用しやすい情報提供体制を構築していく必要があります。

◇施策の目指す姿

関係機関と連携を図り、町民が求めるサービスを把握し、年齢や障がいなどに関わらず、

誰もが必要なときに情報を入手できるよう、情報提供体制の充実を図ります。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○常に最新の情報を入手し、必要な知識を正しく身に付けるようする。

○同じ不安や心配がある人と、お互いの情報交換に努める。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○自治区などは、情報が届きにくい人に情報を伝える。

○ボランティア・ＮＰＯや関係機関は、最新の情報・幅広い情報の収集に努め、また、

情報を必要とする人を継続的に把握し、適切な情報を発信する。

◇行政の役割（町がやること）

○町窓口、子育て支援センター、地域包括支援センター、社会福祉協議会など の専門機関に

おいて、町民の欲しい情報を把握し、適切な情報を発信する仕組みを構築する。

○地域への職員出前講座の充実を図る。

○個人の実情に応じた適切な情報提供手段の充実に努める。

目指す姿を実現するための役割
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（３）相談体制の充実

◇現状

町民が日頃の生活の中で抱えるさまざまな課題を解決していくためには、適切な相談が

できる体制が必要です。地域福祉アンケート調査でも、サービス利用者が安心して利用で

きる、適切な相談体制の整備が求められています。

現在、町では健康福祉課において相談内容に応じ、関係機関と連携して相談業務を行っ

ています。また、地域の身近な相談者として社会福祉協議会や民生委員児童委員・保護司

などが活動しています。

しかしこれからは、ひとつの家庭において、乳幼児の育成と高齢者の介護など、多様な

ニーズを抱えている家庭もあり、それぞれの相談機関に行く前に、一カ所である程度の相

談やアドバイスなどが受けられるような相談体制の整備が必要になっています。

◇施策の目指す姿

町民が日頃の生活の中でさまざまな問題に直面したときに、気軽に、迷わずに相談でき

る体制の構築を図ります。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○一人で悩まずに、不安や悩みがあったら、隣近所や地域の相談機関に相談する。

○日頃から、身近な相談支援機関を知っておく。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○ボランティア・ＮＰＯや関係機関は互いに協力・連携し、困っている人や困っていても

どうしたらよいか分からない人の支えになる。

◇行政の役割（町がやること）

○行政、社会福祉協議会、民生委員児童委員、サービス提供事業者等、それぞれにおける

相談体制の充実を図るとともに、各機関の情報交換と連携の充実を図る。

○各種町民サービスに関する手続きや問い合わせ等に対応できる総合的な相談窓口の設置

を検討する。

目指す姿を実現するための役割
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１ 福祉教育の推進

（１）学校教育における福祉教育

◇現状
町民同士の支えあいによる地域福祉を進めていくためには、子どもから高齢者まで町民

一人ひとりが、弱者の痛みを理解し、困っているときにはお互いに助け合う心を持つこと

が欠かせません。そのためには、子どもの頃からの福祉教育が重要です。

現在、管内のほとんどの小中高校では、各校の創意工夫により、教科や道徳の時間など

を中心に、あるいは職場体験学習など、学校生活全体の中で児童・生徒の福祉教育を推進

しています。

このような取り組みにおいては、町内外の福祉施設、事業所などの協力のもと、地域の

人たちが参画した活動が求められています。

◇施策の目指す姿

子供たちが福祉の心を持ち、地域福祉の担い手として成長できるよう、各学校の創意工

夫による福祉教育を推進します。

◇施策指標

平成１９年度 平成２５年度

＊福祉教育に関する実態調査

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○地域の子どもたちとあいさつを交わし、地域のつながりを深める。

○学校や町、社会福祉協議会等による行事に積極的に参加する。

◇学校の役割（学校にやってほしいこと）

○「福祉教育推進校」（＊）の指定を受け、福祉教育の充実を図っていくように努める。

◇行政の役割（町がやること）

○町社会福祉協議会により、福祉教育推進校を指定し、福祉教育を推進する。

○教科、道徳等を含め、教育活動全体の中で、各校の創意工夫による福祉教育を推進し、

更なる充実を図っていくように努める。

福祉教育推進校（＊）

各校の独自の創意と計画に基づいた学校行事等を通じて、児童・生徒に福祉の心を培わせら

れるよう、福祉教育や実践活動の推進を図る学校。

基本目標２

福祉文化が根づくまち

目指す姿を実現するための役割

福祉教育を行っている学校の数
１０校中

７校

１０校中

１０校



39

（２）生涯学習における福祉教育

◇現状

子育てや高齢者、障がい者の介護など、さまざまな困りごとを抱えている家庭に対し

て町民がお互いに助け合うためには、町民一人ひとりが地域福祉への関心を高めるとと

もに、日頃の生活の中で地域福祉の活動を自然に実践できることが大切です。

現在町には、３つの地域公民館と７つの地区公民館があり、乳幼児・青少年から高齢

者まで幅広い年齢層を対象に多くの学級等を開催し、生涯学習の最前線の活動を行って

いますが、今後も、さまざまな教室、講座等の中で地域福祉に関するテーマを積極的に

取り上げる必要があります。また、開催にあたっては、多くの町民が参加しやすいよう、

開催場所や日時の工夫などが必要です。

◇施策の目指す姿

町民が日頃の生活の中で、自然に地域福祉活動を実践できるよう、生涯学習における

福祉教育の充実を図ります。

◇施策指標

平成１９年度 平成２５年度

＊平成１９年度生涯学習事業報告より

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○公民館の事業に積極的に参加する。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○公民館との情報交換、連携を図り、公民館事業のＰＲに努める。

◇行政の役割（町がやること）

○各種学級・講座などに地域福祉に関するテーマを積極的に取り入れる。

○地域福祉に関する情報を、町民へ積極的に提供する。

○地域、学校と連携し、福祉教育を推進する。

目指す姿を実現するための役割

福祉関係をテーマにして開催した学級・

講座等のある公民館の数

１０館中

５館

１０館中

１０館
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２ 社会福祉協議会等の活動への支援と連携

（１）社会福祉協議会との連携

◇現状

地域に根ざした地域福祉を進めていくためには、社会福祉協議会と行政が密接に連携し、

町民の主体的な活動を積極的に支援していく必要があります。今後も相互の情報交換など

を通じ、一層親密な連携が必要であります。

社会福祉協議会でも「地域福祉活動計画」の策定を予定しており、行政の「地域福祉計

画」と一体となった取り組みが必要です。

今後も両計画の推進において相互連携を図り、町民が主体となった地域福祉活動を支援

していく必要があります。

住民満足度調査（＊）では、「地域の福祉活動の充実」の項目で、重要度が 80.7 ポイン

トと高いわりには、満足度が43.5ポイントと低い数値が示されております。

◇施策の目指す姿

町民主体の地域福祉を推進するため、社会福祉協議会と行政それぞれの適切な役割分担

と連携体制の充実を図ります。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○社会福祉協議会、行政の行事等に積極的に参加する。

◇社会福祉協議会の役割（社会福祉協議会にやってほしいこと）

○行政と協働による事業の推進を図る。

○活動を通じて把握した地域課題などの解決に向け、行政と連携して取り組む。

◇行政の役割（町がやること）

○社会福祉協議会が、一層活発で有意義な地域活動を展開できるよう、定期的な調整会

議の開催や、調整機会を設けるなど、連携体制の充実を図る。

○行政の「地域福祉計画」、社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」が相互に連携しなが

ら、各計画の推進に努める。

住民満足度調査（＊）

町が行っている各種業務に関して、町民のみなさまが町のどんな仕事に関心があるか、また

満足しているかを調べたアンケート調査。

なお、本計画では平成２０年１２月公表の速報値を使用しています。

目指す姿を実現するための役割
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（２）民生委員・児童委員との連携

◇現状

民生委員・児童委員は地域における町民の身近な相談相手、支援者として重要な役割を

果たしていますが、地域の生活課題の多様化に伴い、民生委員・児童委員の役割も多様化

し増大しています。

また、町内に住み始めて日が浅い人や、福祉サービス等の支援が必要としない人にとっ

ては、なじみが薄い面も見られます。今後は、町民へ民生委員・児童委員の活動を一層周

知するとともに、何か困りごとが起きたときにはすぐに対応できるよう、民生委員・児童

委員と連携を図る必要があります。

◇施策の目指す姿

地域福祉推進の重要な担い手として、民生委員・児童委員の活動を地域に浸透させると

ともに、研修会などにより資質の向上を図ります。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○民生委員・児童委員の活動への理解を深めるとともに、活動に協力する。

◇民生委員・児童委員の役割（民生委員・児童委員の方にやってほしいこと）

○行政、社会福祉協議会等と連携し、資質の向上を図るとともに、地域における認知度

が高まるように努める。

◇行政の役割（町がやること）

○民生委員・児童委員活動を広報紙、ホームページなどを通じて、町民へ周知する。

○関係機関と連携し、民生委員・児童委員へのさまざまな情報提供、地域福祉等に係る

学習機会の提供、委員との交流機会の確保など、民生委員・児童委員の活動への支援

に努める。

目指す姿を実現するための役割
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３ 町民の活動への支援

（１）ボランティアの育成と活動への支援

◇現状

地域福祉を推進するためには、町民のボランティア活動が大きな役割を果たします。町

内でも、福祉、健康、環境、防犯、まちづくり等さまざまなボランティア活動が行われて

います。しかし、このような活動に興味はあっても、きっかけがなくて参加できない、ど

のような活動が行われているのか分からないといった状況も見られます。

また、ボランティアとともにＮＰＯ（＊）の活動も盛んになりつつありますが、活動の

実態把握が十分ではないため、今後実態を調査し、活動への適切な支援を検討していくこ

とと、社会福祉協議会等と連携し、ボランティア活動に関する情報提供や相談などの一元

化、活動に参加しやすい機会、体制づくりを図る必要があります。

◇施策の目指す姿

町民が日頃の生活や活動を通じ、主体的に地域福祉活動を進められるよう、町民のボラ

ンティア活動への参加促進、支援を図ります。

◇施策指標

平成１９年度 平成２５年度

＊地域福祉アンケート調査

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○ボランティア活動に積極的に参加するとともに、身近な人たちへ参加の呼びかけをす

る。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○各団体等の活動についての情報提供に努めるとともに、自治区、社会福祉協議会、民

生委員・児童委員等との情報交換、連携を図る。

◇行政の役割（町がやること）

○庁内関係課、社会福祉協議会、民生委員・児童委員と連携し、町内のボランティア活

動の把握、相談、情報提供の一元化に努める。

○社会福祉協議会と連携し、ボランティア活動の体験機会の確保など、ボランティア活

動の促進を図る。

○ＮＰＯの活動状況を把握し、必要な支援策を検討する。

ＮＰＯ（＊）

医療、福祉、環境、文化、スポーツ、まちづくり、国際協力など、自由な社会貢献活動に非

営利で進める住民活動。

ボランティアやＮＰＯなどの地域活動に

参加した人の割合 ９％ ５０％

目指す姿を実現するための役割
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（２）地域組織等の支援

◇現状

社会環境の変化に伴い、ＮＰＯ法人による新たな組織の設置が進んでいますが、本町で

は、区長会、消防団、ＰＴＡ、子ども会などさまざまな組織が地域の中で活動しています。

特に区長会や消防団は、本町の地域福祉の発展の推進役として期待され地域の原動力とな

っています。

本町には１５７の自治区があり町民の自主的な地域活動が行われています。地域福祉を

進めるためには、町民同士のつながり、連携が何よりも大切であり、今後も自治区の活動

などを通じて地域住民と連携した地域づくりが必要です。

また、町内の火災や風水害などの災害から生命や財産を守るため、町には３方面隊１４

分団９４班で構成される消防団が消防署と連携しながら活動しています。しかし、団員の

高年齢化が進んでいる状況や就業構造の変化等により、団員の多くが被雇用者であるため、

昼間の火災時や緊急時に出動できる団員の確保が課題となっています。今後も災害発生時

にすぐに対応できるよう、消火栓・防火水槽等の消防水利施設の充実、団員の確保などが

必要です。

◇施策の目指す姿

町民同士のつながりが深まり、地域の福祉活動が活発に行われるよう、自治区などの地

域組織の活動への支援、消防団員の確保と支援等を図ります。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○自治区の活動に参加するとともに、身近な人たちへ参加を呼びかける。

○みんなで協力して暮らしやすいまちをつくって行く意識を持つように努める。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○行政等と連携し、地域住民の交流の場を設けることに努める。

◇行政の役割（町がやること）

○新たに転入された方々に対して、自治区の活動についての情報提供を図るとともに、

広報を通じ防犯活動などを広く知らせる。

○消防団員の活動についての情報提供を図るとともに、団員の確保と育成に努める。

目指す姿を実現するための役割
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４ 福祉人材の育成

（１）福祉人材の育成

◇現状

町民一人ひとりが地域福祉に関心を持ち、活動を実践できるようにするためには、それ

ぞれが福祉に対する理解を高め、福祉活動についての知識や能力を向上するとともに、活

動の指導者となる人材が必要です。

社会福祉協議会の協力のもと、県や近隣市町村等と連携した人材育成のための研修会や

講座等の開催を図る必要があります。

◇施策の目指す姿

町民一人ひとりが地域福祉の担い手となることをめざし、地域福祉を担う人材の育成を

図り、それぞれが自分のできる範囲で地域福祉活動を実践できるよう促進します。

◇施策指標

平成１９年度 平成２５年度

＊ボランティア活動に関するアンケート調査

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○福祉に関心を持ち、学び、自分のできる範囲で地域福祉活動を実践できるよう努める。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○地域福祉推進の担い手とし、また専門職としての資質向上を図るとともに、町民を対

象とした研修会等の開催に努める。

○町民の福祉人材の発掘を図る。

◇行政の役割（町がやること）

○県、近隣市町村、社会福祉協議会などの関係機関と連携し、福祉人材を育成するため

の講座等の共同開催、支援に努める。

○県などの関係機関における職員の研修会等に参加し、職員の資質向上、地域福祉に係

る知識、技能等の習得を図る。

目指す姿を実現するための役割

地域福祉を主な活動としている

ボランティアやＮＰＯなどの数
１４

団体

２０

団体
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１ 子育て支援の充実

（１）子育てと仕事の両立支援

◇現状

町では「会津美里町次世代育成支援対策行動計画」に基づき、明日を担う子どもたちの

健全な育成と子育て家庭への支援に取り組んでいます。

子育てと仕事の両立を支援するため、町立保育所が５カ所、町立幼稚園が３カ所（うち

幼保一体型施設２カ所）、私立保育園が１カ所、私立幼稚園が１カ所あります。また、地域

の身近な交流機会や相談の場として、子育て支援センターが町内保育所のすべてに設置さ

れており、町民の子育てニーズを的確に把握しながら、子どもたちの健全な育成をめざし、

保育サービスや受入れ体制の充実を図っています。

また、放課後の児童対策としては３小学校区で放課後児童クラブを開設するとともに、

児童館を１小学校区で設置しています。

今後は、さらに多様なニーズに対応できる子育て支援を図る必要があります。

住民満足度調査では、「子育てしやすい環境づくり」の項目で、重要度が89.0ポイント、

満足度が52.0ポイント、「保育サービスの充実」の項目では、重要度が88.8ポイント、満

足度が 52.0 ポイント、さらに「母子・父子家庭の支援」の項目では、重要度が83.9 ポイ

ント、満足度が47.7ポイントと、子育て支援に関しては、非常に高い重要度が示されてお

りますが満足度では半数にとどまっています。

◇施策の目指す姿

多様化する子育て支援ニーズに適切に対応できるよう、一時保育をはじめ幼児期の保育

の充実に向けて保育サービスの向上に努めるとともに、児童・生徒が健やかに育っていけ

るよう、地域における支援体制の充実を図ります。

◇施策指標

平成１９年度 平成２５年度

＊平成１９年度実績より

基本目標３

健康で明るい生活が送れるまち

一時保育が可能な保育所の数 ０ ３
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◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○すべての親が、心身ともにゆとりを持って楽しく子育てするように努める。

○地域の子ども会活動へ協力する。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○すべての家族が安心して子育てができ、地域全体で子育て家族を支えることができる

ような地域づくりを進める。

○行政、学校、関係機関等の活動へ協力する。

◇行政の役割（町がやること）

○「会津美里町次世代育成支援対策行動計画」に基づき、次世代の育成並びに子育て家

庭への支援に係る施策を総合的に推進する。

同計画については、平成２１年度中に中間見直しを行い、平成２２年度から２６年度

を計画期間とする後期計画を策定する。

○通常保育をはじめ一時保育、延長保育など、多様な保育サービスの充実に努める。

保育士の研修への参加促進など、保育士の資質の一層の向上を図る。

○子どもの健全育成と子育て家庭の支援を図るため、認定こども園（＊）の導入につい

て検討する。

○地域子育て支援センターなど、町民の身近な地域における子育て支援体制の充実を図

る。

○安心して子育てできる環境づくりを進めるため、子育て支援ネットワークづくりを推

進する。

○幼稚園、小学校、中学校の家庭教育講座等において、地域福祉の観点からの内容を取

り入れる。

認定こども園（＊）

幼稚園、保育所等のうち、保護者の就労の有無にかかわらず受け入れて、保育、教育を行う

とともに、すべての子育て家庭の相談や交流機会の提供などを行うもので、都道府県知事の

認定を受ける。

目指す姿を実現するための役割



47

（２）子どもの権利擁護

◇現状

初めての子育てにとまどい、さまざまな悩みや不安を抱えて子育てに孤立してしまう親など

が懸念されるとともに、子どもへのさまざまな虐待を未然に防ぎ、子どもたち一人ひとりの人

権を守っていく必要があります。

そのためには、保育所、幼稚園、子育て支援センター、学校などそれぞれの活動の中で親子

の健康状態や生活状態の変化などに十分留意し、相互の情報交換や連携を図るとともに、 要保

護児童対策地域協議会（＊１）の地域への浸透を図る必要があります。

児童・生徒のいじめの防止や人権擁護を図るため、学校におけるスクールカウンセラー （＊

２）、子どもと親の教室相談員（＊３）、教育相談員の活用やＰＴＡなど、さらには地域におけ

る児童委員との一層の連携が必要となっています。

◇施策の目指す姿

子どもたち一人ひとりの人権が尊重され、養護されるよう、子育て支援関係機関、学校、

地域等が連携し、子どもの権利擁護を図ります。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○一人ひとりが人権尊重の意識を持ち、すべての人に思いやりを持って接するようにす

る。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○行政、学校等と連携し、子どもの権利擁護に努める。

○地域の親子と日頃から交流し、子育て家庭が子育てに孤立しないよう支援に努める。

◇行政の役割（町がやること）

○保育所、幼稚園、子育て支援センター、学校、地域の人たちの連携のもと、要保護児童対

策地域協議会の体制強化に努める。

○小・中学校、ＰＴＡなどと連携し、児童・生徒のいじめ防止・不登校に対する早期発見・

早期対応を図る。

○関係機関等と連携し、人権問題に関する啓発活動を推進する。

要保護児童対策地域協議会（＊１）

虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童の早期発見や適切な保護を 目的として、関係機

関が連携し対応を図るため、児童福祉法に規定された協議会。

スクールカウンセラー（＊２）

福島県教育委員会が配置。学校において、子どもや保護者の相談やカウンセリングを行う専門家 。

子どもと親の教室相談員（＊３）

町教育委員会が配置。スクールカウンセラーを補完するために、生徒、保護者、教員との教育相

談を行う相談員。

目指す姿を実現するための役割
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２ 高齢者支援の充実

（１）高齢者福祉施策の充実

◇現状

画」に基づき、さまざまな事業を推進しています。また、老人福祉施設や老人保健施設の

充実を進めるなど高齢者施策の推進に取り組んできましたが、本格的な高齢社会をむかえ、

介護を必要とする高齢者、さらにはひとり暮らしの高齢者世帯や高齢者夫婦のみの世帯が

増加傾向にあり、サービスの提供が対応しきれなくなっている状況も見うけられます。

今後は、高齢者の生活・人生を尊重し、できる限り自立した生活を送ることができるよう、

介護予防サービスの展開も含めた高齢者施策の充実をさらに進めていく必要があります。

住民満足度調査では、「高齢者の自立支援」の項目で、重要度が87.4 ポイント、満足度

が 48.5 ポイント、さらに「介護保険サービスの充実」の項目では、重要度が86.8 ポイン

ト、満足度が 48.4 ポイントと、どちらの項目でも重要度は高い数値を示しておりますが、

満足度では半数以下となっております。

◇施策の目指す姿

高齢者の安心できる暮らしを支援するため、高齢者の生活ニーズに応じた福祉施策を推

進します。

◇施策指標

平成１９年度 平成２５年度

＊平成１９年度実績より

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○近所のひとり暮らし高齢者などへの見守りに努める。

○緊急通報装置の協力員などとして積極的に協力する。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○行政、社会福祉協議会等と連携し、高齢者の暮らしへの支援に努める。

◇行政の役割（町がやること）

○「会津美里町高齢者保健福祉事業計画・介護保険事業計画」に基づき、高齢者福祉施

策を推進する。

同計画については、平成２０年度に見直しを行い、平成２１年度から２３年度を計画

期間とする次期計画を策定する。

○高齢者への包括的・継続的なケアをめざし、地域包括支援センターの充実を図るとと

もに、町民への周知に努める。

目指す姿を実現するための役割

ひとり暮らし高齢者の緊急通報システム

の整備世帯数の割合 ２５％ ５０％
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（２）高齢者の権利擁護

◇現状

介護が必要な状態などになっても主体的な暮らしを送り、生涯にわたり一人ひとりの人

権が尊重されるよう、高齢者の権利擁護を図る必要があります。

町では成年後見制度（＊１）の利用を支援するため、「成年後見人制度利用支援事業」を

推進していますが、制度を知らない町民も多く、一層の周知が必要になっています。また、

社会福祉協議会による地域福祉権利擁護事業（＊２）についても、町民への周知を図る必

要があります。

現在のところ本町における高齢者への虐待等は、ほとんどありませんが、高齢者の人権

侵害については、認知症高齢者などがその対象となる可能性が高く、今後は高齢者虐待防

止ネットワークの構築が必要です。

◇施策の目指す姿

介護が必要な状態などになっても、生涯にわたり高齢者一人ひとりの人権が尊重され、

擁護されるよう、関係機関、地域等が連携し、高齢者の権利擁護を図ります。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○近所に住む高齢者等とのつきあいを深め、日常生活の中で高齢者の見守りに努める。

○成年後見制度と地域福祉権利擁護事業についての正しい知識を身に付け、適切に利用

する。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○人権侵害事例を発見した時は、関係機関と連携し、迅速かつ適切な対応を図る。

○虐待を未然に防ぎ、適切な見守りや支援を行うため、民生委員・児童委員、地域包括

支援センター、社会福祉協議会が中心となり、高齢者虐待防止ネットワークの構築を

図る。

○地域行事などでの差別や偏見をなくし、誰もが参加しやすい雰囲気づくりに努める。

◇行政の役割（町がやること）

○成年後見制度と地域福祉権利擁護事業を周知し、町民の利用を促進する。

○高齢者虐待防止ネットワークの構築を推進し、認知症高齢者等の権利擁護を図る。

○人権侵害事例を発見・対応するため、県をはじめとする関係機関や地域との連携強化

を図る。

目指す姿を実現するための役割
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成年後見制度（＊１）

判断能力の不十分な方々（認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等）が日常生活における

不利益を受けないよう、本人の権利を守り支援する制度。

地域福祉権利擁護事業（＊２）

判断能力の不十分な方々（認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等）を対象に、福祉サー
ビス利用手続きに関する相談・援助、日常的な金銭管理等を行う制度。
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３ 障がい者支援の充実

（１）障がい者福祉施策の充実

◇現状

町では、平成１９年３月に策定した「会津美里町障がい者基本計画・障がい福祉計画」

に基づき、障がい者の暮らし全般を支援する施策を推進するとともに、障がい福祉サービ

スについての目標量を定め、障がい福祉サービスの充実に努めています。

今後は、障がい者が地域で安心して暮らすことができるよう地域生活支援事業をさらに充

実し、年齢や障がいの種別にかかわりなく、身近で必要なサービスを受けながら暮らせる地

域づくりが必要です。

住民満足度調査では、「障がい者の生活支援の充実」の項目で、重要度が84.9ポイント、

満足度が48.5ポイントと、重要度は高いが満足度では低い数値を示しております。

◇施策の目指す姿

障がい者が地域の中で必要な支援を受けながら自立した生活ができるよう、障がい者福

祉施策の充実を図ります。

◇施策指標

平成１９年度 平成２５年度

＊平成１９年度実績より

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○障がいについて正しく理解するように努める。

○近所に住む障がい者とのつきあいを深めたり、身近な手助けやボランティア活動に努

る。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○障害者自立支援法（＊２）に基づくサービス提供体制の充実、サービス従事者の資質

向上を図る。

○行政、サービス提供事業者等との連携に努める。

目指す姿を実現するための役割

障がい者福祉サービスの第三者評価
（＊１）の実施 未実施 実施
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◇行政の役割（町がやること）

○現在推進している「会津美里町障がい者基本計画・障がい福祉計画」に基づき、障が

い者福祉施策を推進する。

また、障がい福祉計画については、平成２０年度に見直しを行い、平成２１年度から

２３年度を計画期間とする次期計画を策定する。

○町民が障がいに対して正しい理解を持ち、障がいの有無にかかわらずお互いを理解し、

尊重しあう意識を持てるよう、障がいに関する学習機会や知識の普及に努める。

○会津美里町障がい者地域自立支援協議会を中心に、各関係機関と連携し、適切なサー

ビス提供に向けた相談・支援体制のネットワーク化を促進する。

福祉サービスの第三者評価（＊１）

社会福祉事業の事業者が提供するサービスの質を公正・中立な第三者の視点で、専門的かつ客観

的な立場において評価を行う制度。

障害者自立支援法（＊２）

障がい者が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、障害者基本法の基本理念に

のっとり、これまで障がい種別ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービス 、公費

負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを定めた法律。
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（２）障がい児保育・教育の充実

◇現状

障がいのある子どもたちの健やかな成長と、個性と能力を伸ばすことのできる教育を進

めていくことが大切です。

各保育所、幼稚園において障がい児の受け入れを行っていますが、保育士に対する研修

の充実や、障がい児の利用に配慮した施設・設備の充実を図る必要があります。

また、障がいのある子どもがおとなになり、できるだけ自立した生活を送ることができる

よう、子ども自身の希望を尊重しながら、適切な就学相談、進路指導を進めるとともに、就

労支援などの福祉サービスの利用へとつなげていく必要があります。

◇施策の目指す姿

障がいのある子どもたち一人ひとりの個性と能力が十分に発揮され、自立できるおと

なに育っていけるよう、保育所、幼稚園、小・中学校、各機関等が連携して、保育・教

育の充実を図ります。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○地域の障がいのある子どもの見守りに努める。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○保育所、幼稚園、小・中学校、行政と連携し、障がい児の保育・教育の充実、また、

障がい福祉サービスの充実に努める。

◇行政の役割（町がやること）

○保育士の障がい児保育等に関する各種研修への参加を促進するとともに、障がい児が

利用しやすい保育所施設・設備の充実を図る。

○小・中学校において、通常の学級による指導、通級による指導の充実を図るとともに、

特別支援学級（＊）との交流、共同学習を推進する。また、教職員の障がい児教育の

研修への参加を促進するとともに、障がい児が利用しやすい幼稚園、小・中学校の施

設・設備の充実を図る。

○障がい児一人ひとりの希望等を十分に尊重できるよう、障がい児の就学や就労への指

導を充実するとともに、関係機関と連携し、就労支援など適切な支援サービスの利用

を促進する。

特別支援学級（＊）

平成１９年４月から「特別支援学級」が学校教育法に位置づけられ、障がいのある幼児児童生徒

の支援をさらに充実していくこととなった。通常の学級に在籍する障がいのある子どもも含め、

障がいに配慮した指導内容・方法を工夫して学習活動を行う。

目指す姿を実現するための役割
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（３）コミュニケーションの向上

◇現状

誰もが暮らしやすい地域をつくっていくためには、町民同士のつながりを深めていく必

要がありますが、障がいにより人とのコミュニケーションがむずかしいため、地域の人た

ちと付き合えなかったり、必要な情報が得られない、自分の意志を伝えられないといった

ことがあります。

障がいの状況によってコミュニケーションの方法はさまざまであり、関係機関等と連携

しながら、手話通訳、要約筆記（＊）、録音テープ、ＦＡＸなど、適切な情報伝達方法を整

備していく必要があります。

◇施策の目指す姿

障がい者が必要な情報を的確に入手できるよう、また、町民同士のコミュニケーショ

ンが深まるよう、さまざまな障がいに応じた適切なコミュニケーションの方法を整備し

ていきます。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○近所に住む障がい者とのコミュニケーションに努める。

○手話、要約筆記など障がい者とのコミュニケーション技能の習得に努める。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○障がい者のコミュニケーションを支援するサービスの開発・導入に努める。

○事業所従業員の、コミュニケーション能力の向上に努める。

◇行政の役割（町がやること）

○手話、要約筆記など障がい者とのコミュニケーション技能習得のための講習会等の開

催に努める。

○ホームページ、ＦＡＸ、録音テープなど、障がいの状況に応じたさまざまな情報伝達

手段の向上を図る。

要約筆記（＊）

話し手の内容をつかんで、それを筆記して聴覚障がい者に伝達するもの。

目指す姿を実現するための役割
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４ 健康づくりの推進

（１）子どもの健康づくりの充実

◇現状

生涯にわたり健康で明るい生活を送るためには、子どもの頃から健康な心身を育み、健康

の基盤をつくることが重要です。

安全な妊娠・出産に向け、母子健康手帳の交付から妊婦と町保健師とのつながりが始まり、

出産後の乳幼児の健やかな発育を支援するため、乳幼児検診や予防接種、子育てにかかる

さまざまな相談事業、「健やか発達支援教室」のように親子が交流できる機会の提供などに

取り組んでいます。子どもたちが多くの人たちとふれあう中で社会性を身に付けながら、

心身ともに健康に育っていけるよう、今後も支援していく必要があります。

また、子どもたちに朝食の欠食や偏食などが見られるため、さまざまな場面において食育

を推進していくとともに、親の生活習慣の改善も必要になっています。

さらに、健康診査や各種相談などを通じ、発育の遅れや障がいの早期発見・対応に努め、

今後も関係機関との連携を深め、適切な対応を図っていく必要があります。

◇施策の目指す姿

生涯にわたる健康な心身の基盤をつくるため、行政、学校、関係機関等の連携により、子

どもたちの健康づくりを推進します。

◇施策指標

平成１９年度 平成２５年度

＊平成１９年度実績より

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○地域に住む子どもたちが安全に外遊びなどできるよう、見守りに努める。

○保健協力員、食生活改善推進員等の活動に協力する。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○行政、関係機関等と連携し、子どもの健康づくりを支援する。

目指す姿を実現するための役割

乳幼児健康診査の受診率 ９６％ １００

％
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◇行政の役割（町がやること）

○母子健康手帳の交付、妊婦健康診査、訪問指導などにより、安心できる出産に向けて

妊産婦とのつながりを深め、支援する。

○乳幼児健康診査、予防接種など、町民が受診しやすい運営に努めるとともに、事後指

導の充実を図る。

○育児相談などさまざまな相談機会の充実を図り、乳幼児の健やかな発育と子育ての悩

みごとへの適切な対応を図るとともに、健やか発達支援教室など、親子が交流できる

機会を拡充する。

○保育所、幼稚園、小・中学校において食育を推進するとともに、学校管理栄養士など

との連携を強化し、食生活改善推進員の活動を支援する。

○小・中・高校の保健体育の授業や学級活動を通じ、飲酒、喫煙、薬物乱用防止の教育

を推進する。

○行政、保育所、幼稚園、小・中学校、保健協力員など関係機関の連携を強化し、妊娠・

出産から一貫した親子の健康増進に努める。
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（２）おとなの健康づくりの充実

◇現状

高齢になっても健康で暮らし続けるためには、若い頃からの正しい生活習慣の実践と自

主的な健康づくりへの取り組みが大切です。

これまで町では、基本健診等を推進してきましたが、「高齢者の医療の確保に関する法

律」に基づき、今年度から各保険者において、メタボリックシンドローム（＊）に焦点を

あてた特定健康診査、並びにメタボリックシンドロームに該当する人及びその予備軍と見

込まれる人への特定保健指導を実施することになりました。特に中年男性のメタボリック

シンドロームが懸念されており、今後はこの制度に基づき、健診及び保健指導の充実を図

るとともに、事業所等における健康診査を促進していく必要があります。

各種のがん検診等を実施していますが、検診実施体制の充実などにより受診率の向上を

図り、がんの早期発見・早期治療を促進する必要があります。

メタボリックシンドロームをはじめ、さまざまな疾病は日頃の食生活や運動、休養など、

生活習慣に起因するものが多く、食生活改善推進員の活動などを通じた食育や、運動機会

の確保などを図る必要があります。

住民満足度調査では、「保健サービスの充実」の項目で、重要度が88.9 ポイントと高い

数値を示しておりますが、満足度では52.2ポイントと半数にとどまっています。

◇施策の目指す姿

いきいきとした毎日の暮らしと疾病の予防をめざし、生活習慣の改善や健診、保健指導等

を通じ、町民の自主的な健康づくりを支援します。

◇施策指標

平成１９年度 平成２４年度

＊平成１９年度実績より

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○自分の健康や生活習慣を見直し、自主的な健康づくりに取り組む。

○保健協力員、食生活改善推進員の活動に協力する。

目指す姿を実現するための役割

特定健康診査の受診率
（平成１９年度は、国民健康保険加入者で４０

歳から７４歳までの基本健康診査の受診率）

44.7% ６５％
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◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○行政、関係機関等と連携し、町民の健康づくりを支援する。

◇行政の役割（町がやること）

○町民の健康課題を踏まえ、特定保健指導等と連携しながら、健康教育、健康相談の充

実を図る。

○各種のがん検診等の受入体制の充実を図るとともに、受診の促進に努める。

○食生活改善推進員の活動を支援するとともに、関係機関と連携し、食育の充実を図る。

○各種教室をはじめ健康づくりに関する情報提供などを通じ、町民の自主的な健康づく

りを促進するとともに、公共施設の整備に努める。

メタボリックシンドローム（＊）

肥満の中でも特に内臓に脂肪が蓄積した肥満（内臓脂肪型肥満）によって、高血圧、高脂血症、

糖尿病などの生活習慣病が引き起こされやすくなった状態のこと。このメタボリックシンド

ロームを予防するため、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、保険者は被保険者及

び被扶養者に対し糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査（特定健康診査）を行い、その結

果によりメタボリックシンドロームの該当者及びその予備軍に対し保健指導（特定保健指導）

を行うこととなった。
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（３）地域医療体制の充実

◇現状

町民が地域で安心して暮らし続けるためには、安心できる医療体制が整っていることが必

要です。町内には高田厚生病院と各医療機関があり、両沼町村管内では町村の連携による

休日救急医療当番制を実施しております。

町民が安心して診てもらえる地域医療体制をつくるためには、各医療機関の連携とともに、

今年度より始まりました特定健診等による疾病予防の取り組みなどを連携し、日頃の健康

づくりから疾病の予防、治療まで、総合的な健康づくりと医療体制の整備が必要です。

また、身近な地域で日頃の健康管理など、いつでも気軽に相談できる、「かかりつけ医」

等を確保することも必要です。

町民満足度調査では、「安心して医療を受けられる」の項目で、重要度が91.2ポイントと
本調査の中では最も高い数値を示しており、満足度では36.6ポイントと非常に低い数値で
あり、重要度から満足度の数値を引いた不満足度は54.6ポイントと高い数値が示されてい
ます。

◇施策の目指す姿

町民・行政・関係機関など地域ぐるみで地域医療体制の充実を図ります。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○身近な地域で健康や疾病について相談できる「かかりつけ医」を持つように努める。

○救急車の適正な利用に努める。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○「かかりつけ医」の普及を促進する。

○行政、関係機関等と連携し、救急医療体制等への協力に努める。

◇行政の役割（町がやること）

○各医療機関等の連携により、日頃の健康づくりから疾病の予防・治療にわたる総合的

な健康づくり、医療体制の整備を図る。

○関係機関の協力のもと「かかりつけ医」の確保を促進する。

○両沼町村と連携し、救急医療体制の充実を促進する。

目指す姿を実現するための役割
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１ 就労支援体制の充実

（１）高齢者・障がい者の就労の促進

◇現状

高齢者の中でも、介護や支援を必要としない高齢者が多くいます。また、障がい者の中

にも仕事への希望を持った人やこれまで培った技術や技能を持った人も多く見られます。

高齢者や障がい者、ひとり親家庭等が、地域の中でいきいきと生活するためには、経済

的にも自立できるようにすることが、とても重要となっています。そのためには、意欲や

知識、経験、技能等を生かすとともに、身体の状況等に応じ多様な働き方が選択できるよ

うに、行政をはじめ関係機関、事業所等が連携・協力して、就労・雇用の機会の創出や働

きやすい職場環境づくりを進めることが必要です。

住民満足度調査では、「障がい者の自立支援」の項目で、重要度が 84.0 ポイントと高い

数値を示しておりますが、満足度では51.3ポイントと半数にとどまっています。

◇施策の目指す姿

高齢者や障がい者が自立した生活ができるよう、地元企業等へ雇用機会の拡大を働きか

けるとともに、地域における支援体制の充実を図ります。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○共同作業所等ではどのような製品を作っているのか、どこで販売しているのかなど障

がい者活動の理解を深める。

○シルバー人材センターの活用に努める。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○共同作業所等の活動内容を多くの人に広める。

○シルバー人材センターの活用内容を多くの人に広める。

◇行政の役割（町がやること）

○雇用の拡大に向け、地元企業への雇用の要請を図る。

○授産施設や作業所の製品の販売拡大を支援する。

○企業等との連携を図り、授産施設や作業所の製品、技術等の充実・向上を支援する。

○シルバー人材センターとの連携により、高齢者の就業機会の提供に努める。

基本目標４

自分らしくいきいきと暮らせるまち

目指す姿を実現するための役割
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２ 生きがい活動の充実

（１）生きがい活動の充実

◇現状

住民のさまざまな価値観やライフスタイルに応じた生きがいを充実するとともに、高齢

者や障がい者などが、自分らしく社会を構成する一員として尊重されることがのぞまれて

います。そして、生活の中での余暇時間の増加や高齢化社会の進展に伴い、生きがいのあ

る心豊かな人生を過ごすため、生活の向上や自己実現をめざす学習意欲は向上しています。

こうした中、生涯を通して自ら学び、新しい知識や技術を習得していくことは、生き生

きと自分らしく暮らすために必要不可欠なことです。新たな目標を見出し、学習を通して

地域への積極的な参加が行われるよう、生涯学習プログラムが必要とされています。

住民満足度調査では、「高齢者の生きがいづくり」の項目で、重要度が 76.2 ポイントと

高い数値を示しておりますが、満足度では51.2ポイントと半数にとどまっています。

◇施策の目指す姿

高齢者や障がい者が生きがいのある暮らしを送ることができるよう、学習、趣味、交流

などさまざまな活動を推進・支援するとともに、町民の自主的な活動等を通じた地域福祉

の向上をめざします。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○地域や行政が開催する生涯学習の場へ、積極的に参加する。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○地域で町民同士がつながりや交流を深めるための事業を行う。

◇行政の役割（町がやること）

○高齢者や障がい者などのニーズにあった学習内容を検討し、講座の開催や、自主的な

活動への支援をする。

○生涯にわたる学習機会の充実を図るために活動団体等の育成や、その活動状況の情報

提供の充実に努める。

目指す姿を実現するための役割
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（２）スポーツ・レクリエーション活動の推進

◇現状

スポーツは町民の健康づくりや生きがいづくり、地域でのコミュニティづくりに欠かせ

ないものです。特に近年の高齢化や生活習慣病の増加傾向を受けて、健康づくりのための

スポーツの実践が課題となっており、さまざまな取り組みを行っています。

地域のコミュニティづくりに向けては、多くの世代が参加できるスポーツ大会の開催や、

地域内のスポーツ活動の支援、そして健康の保持や増進のためには、年齢や体力、健康状

態に応じた教室を開催してきました。

今後とも、スポーツを通して一人ひとりが地域の中でかけがえのない存在であり、誰も

が孤立せず、健康で明るくいきいきと暮らせる社会が求められています。

◇施策

スポーツを通した健康づくりや、地域のリーダーの養成など、地域コミュニティづくり

を行っていくとともに、生涯スポーツの環境づくりを進めていきます。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○生涯を通して親しめるスポーツを見つける。

○日常生活で体を動かす機会を見つけ、継続して取り組む。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○隣近所でお互いに声をかけ、各種スポーツ活動に参加のきっかけづくりをする。

◇行政の役割（町がやること）

○生涯を通して一人でも多くの町民がスポーツに親しめる環境をつくる。

○スポーツ活動の情報提供や施設面の環境整備などを行う。

目指す姿を実現するための役割
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１ 要支援者の安全確保

（１）要支援者の把握

◇現状
高齢化の進展などに伴い、さまざまな支援を必要とする人が増加しています。一方、町

外に働きに出る人の増加などにより、近所づきあいや地域のつながりが弱くなっています。

このような中、地域に住む高齢者等の要支援者の安全を確保することが大きな課題となっ

ています。

要支援者の暮らしの安全を確保するためには、支援を必要とする人が町のどこに住んで

いるのか、どのくらいの方が支援を必要としているのかを的確に把握する必要があります。

町では、介護保険の要介護認定者、障がい者の障がい程度区分、妊産婦や乳幼児、ひと

り暮らし高齢者など、それぞれの担当部局により要支援者を把握していますが、今後はこ

れらの情報とともに、民生委員児童委員、自治区等が把握している情報などと併せ、要支

援者を的確に把握していく必要があります。

◇施策の目指す姿

町民一人ひとりの個人情報を守りながら、関係機関等の協力のもと、要支援者の的確な

把握に努めるとともに、庁内検討組織を設置し支援体制の確立を図ります。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○町、民生委員児童委員等による要支援者の把握に協力する。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○行政、関係機関等と連携し、要支援者の把握に協力する。

◇行政の役割（町がやること）

○要支援者に対する支援活動に、福祉・防災関係機関と地域社会が連携して取り組んで

行けるよう、庁内検討組織を設置し支援体制の確立を図る。

○民生委員児童委員、自治区など、各地区における町民らよる要支援者の把握、マップ

の作成等を促進、支援する。

基本目標５

安心して暮らせるまち

目指す姿を実現するための役割
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（２）要支援者への支援

◇現状
支援を必要とする人が地域で安心して安全に暮らしていくためには、地域において日頃

のつきあいや交流などが活発に行われていることが必要です。

自治区の地域活動、民生委員児童委員による訪問、社会福祉協議会によるさまざまな活

動が行われていますが、このような活動がさらに活発に行われるとともに、各活動が連携

することにより、要支援者への支援を一層充実していくことが必要です。

また現在、民生委員児童委員が地域における身近な相談相手、支援者として重要な役割

を果たしていますが、緊急時や一時的に活動できない場合に備え、自治区、社会福祉協議

会などと連携できる体制の仕組みづくりが必要になっています。

◇施策の目指す姿

地域におけるさまざまな活動や交流等と連携し、要支援者への支援を図るとともに、緊

急対応が発生した場合の体制などの確立を図ります。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○近所づきあい、交流などを通じ、地域に住む要支援者への支援に協力する。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○さまざまな活動や、行政、関係機関等と連携し、要支援者への支援を図る。

◇行政の役割（町がやること）

○災害時要支援者の避難支援等について、地域防災計画に基づき支援体制の整備を図る。

○災害などの緊急時における要支援者の避難、安全確保等を図るため、連絡体制の整備

を図るとともに、民生委員児童委員、社会福祉協議会、自治区、福祉サービス事業者

等との連携を強化する。

目指す姿を実現するための役割
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２ 安全対策の充実

（１）防災対策の充実

◇現状

地震や水害などの自然災害時において高齢者等の要支援者の安全を確保することが大き

な課題となっています。

本町は自然災害が比較的少ない地域ですが、地勢上、河川による水害、山間部における

土砂崩れなどの被害が懸念されます。

町では災害の予防、災害時の応急対策、災害発生後の復旧対策等実施すべきことを定め

る「会津美里町地域防災計画」を策定中です。災害時には、要支援者への情報伝達や安全

な避難、さらには避難生活における必要な支援などが重要です。今後、消防や警察、地域

のさまざまな活動と連携しながら、地域ぐるみの防災対策を進めていく必要があります。

◇施策の目指す姿

地域や関係機関等と連携しながら、災害時要支援者の安全確保など防災対策の充実を図

ります。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○災害時の連絡体制、避難方法、避難場所を確認しておく。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○行政、関係機関等と連携し、地域の防災体制の充実に協力する。

○福祉サービス事業所などは、行政との災害時の応援協定などの締結に努める。

◇行政の役割（町がやること）

○会津美里町地域防災計画の計画的な推進に努める。

○自治区による自主防災組織の結成を促進するとともに、必要な支援を図る。

○防災行政無線の充実を図るとともに、町民の協力を得ながら、災害時の要支援者の安

全な避難体制を充実する。

○避難場所において要支援者が必要とする医療、介護などの充実を図る。

○小・中学校施設の耐震改修工事を計画的に推進し、児童・生徒の安全確保に努める。

目指す姿を実現するための役割
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（２）防犯対策の充実

◇現状

日頃の近所づきあいが少なくなり、地域のつながりが弱まっている中、地域の防犯力の

向上が必要となっています。地域の防犯力を強化するためには町民同士のつながりが重要

であり、地域による防犯活動や行政、関係機関等と連携した取り組みが必要になっていま

す。

町内の各地域で防犯協会が組織されており、さまざまな防犯活動を行っておりますが、

今後もさらなる活動の充実が必要になっているとともに、山間部や生活道路などでは防犯

灯、街路灯の少ない地域もあるため、一層の充実が必要です。

◇施策の目指す姿

地域の活動や関係機関等と連携しながら、町民同士のつながりをもとに防犯対策の充実

を図ります。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○日頃の生活の中で、地域の人への声かけ、子どもたちの見守り、防犯活動に努める。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○行政、関係機関等と連携し、地域の防犯体制の充実に協力する。

○通学路等における犯罪を未然に防止するため、防犯灯の点検、修繕等の管理を推進す

る。

◇行政の役割（町がやること）

○地域の防犯力の向上をめざし、防犯協会との連携を強化するとともに、活動への支援

を図る。

○児童・生徒の登下校時の安全を確保するため、ＰＴＡ、地域等と連携した見守りなど

に努める。

○地域の活動団体等と連携し、町民の防犯意識の高揚に努める。

目指す姿を実現するための役割
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３ 活動しやすいまち

（１）バリアフリー、ユニバーサルデザインの推進

◇現状

障がいがあったり、高齢になって心身機能が低下した人なども地域の中で安心して活動

するためには、さまざまな施設・設備等が利用しやすいように整備されていることが必要

です。

今後、地域福祉を推進していくための取り組みとして、街中の施設等のバリアフリー化

が求められています。施設等の整備にあたっては、障がい者や高齢者などが参画すること

により、真に利用しやすいものとなるようにしていく必要があります。

また、あらかじめ施設等のバリアフリーなどの情報がわかることにより、安心して外出

できるため、町内の公共施設等のバリアフリー化などの情報を収集し、町民へ広く提供し

ていくことが必要です。

◇施策の目指す姿

障がい者や高齢化なども含め、誰もが安心して活動できるよう、施設・設備等のバリア

フリー化、ユニバーサルデザインによるまちづくりを図ります。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○違法駐車、違法駐輪をしないよう、また、道路上に私物などを置かないよう努める。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○行政、関係機関等と連携し、地域のバリアフリー情報の収集・提供に協力する。

◇行政の役割（町がやること）

○既存の公共施設等の老朽化に併せ、施設・設備のバリアフリー化に努める。

新たな公共施設の整備にあたっては、誰もが使いやすいものとなるよう、障がい者や

高齢者なども参画し、ユニバーサルデザインのまちづくりの推進に取り組むよう努め

る。

○公共施設等のバリアフリー化の状況がわかるよう、関係機関、地域等と連携し、バリ

アフリーマップの作成などによる情報提供に努める。

○民間の施設でも、多くの人たちが利用する施設等において、ハリアフリー化、ユニバ

ーサルデザインによる整備が図られるよう推進する。

目指す姿を実現するための役割
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（２）外出への支援

◇現状

障がいがあったり、高齢になって心身機能が低下しても、必要な支援を受けながら、自

分の意志で外出して活動できるようなまちをつくっていく必要があります。

南北に長い本町にとっては、バス交通は重要な交通機関であり、高齢者などの社会参画

には不可欠な移動手段ですが、採算性の関係から運行ルートの一部の廃止に伴い、平成

１９年１０月から美里あいあいタクシーの運行が開始され、高齢者等の買い物や通院等の

外出を支援しています。しかし、運行日や時間が限られているため、今後検討していく必

要があります。

また、地域の要支援者が外出しやすくなるためには、地域の町民等による理解と協力も

必要です。

◇施策の目指す姿

高齢者や障がい者など一人では外出するのが困難な人も、必要な支援を得て自分の意志

で外出できるよう、さらなる支援を検討します。

◇町民の役割（みなさんにやってほしいこと）

○地域に住む要支援者の外出への支援に努める。

◇地域（事業者）の役割（地域や団体、事業者の方にやってほしいこと）

○行政、関係機関等と連携し、要支援者の外出への支援に努める。

◇行政の役割（町がやること）

○美里あいあいタクシーのさらなる充実を検討する。

○障がい者の地域生活支援事業において、移動支援事業の充実を図る。

目指す姿を実現するための役割
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本計画を着実に推進していくためには、町民一人ひとりが地域福祉活動の担い手として福

祉に対する意識や関心を高めることが重要です。そのためには、互いに協力や連携しあえる

社会的な環境をつくり、それぞれが活動に参加・参画していくことが求められています。

本計画を着実に推進し、町民主体の地域福祉を実現するため、次のような取り組みを図り

ます。

１ 庁内関係機関の連携

◇ 本計画は、福祉の分野にとどまらず、教育やまちづくり等、非常に広い分野までを含

んだ計画です。

計画の推進に当たっては、庁内の全関連部署との連絡・調整を十分に図り、一貫性の

ある施策の推進に努めます。

２ 社会福祉協議会との連携

◇ 本計画の推進に当たっては、地域に密着した活動を行い、地域福祉推進の中心的役割

を担っている会津美里町社会福祉協議会との協働が不可欠です。

行政としても会津美里町社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画に基づく、機

能・体制のより一層の充実を支援します。

３ 町民や地域・サービス提供事業者等との連携

◇ 本計画を着実に推進していくに当たっては、地域福祉の担い手としての町民をはじめ、

地域の各種団体やサービス提供事業者等による積極的な参加が不可欠です。

これら町民・各種団体等の参加や活動を促すための支援を行うとともに、相互の情報

交換の機会や場を設けることにより、行政も含めた担い手相互の連携、協働を進めてい

きます。

４ 進行管理の仕組みの構築

◇ 本計画を、より実効性の高いものにするためには、一定の期間をおいて計画の進捗状

況や新たな課題等を確認し、必要があれば、計画期間中であっても計画の内容を見直さ

なければなりません。

特に計画の進捗状況等に関しては、町民に対して情報を公開するにとどまらず、町民

によるチェックが働くよう（仮称）「会津美里町地域福祉委員会」を設置し、計画の進行

管理を含む評価体制を構築します。

第５章 計画の推進
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１ 会津美里町地域福祉計画策定検討委員会設置要綱

（設置）
第１条 住み慣れた地域の中で、いつまでも安心して生活できるまちづくりの実現のために、
地域住民が、地域福祉推進に関心を持ち積極的に参加していくことを目標としながら、
地域の生活課題やそれを解決するために必要なサービスの内容、具体的な方法を明らか
にする計画（以下「地域福祉計画」という。）を策定するための調査、検討を行うため
に、会津美里町地域福祉計画策定検討委員会（以下「委員会」という）を設置する。

（所掌事務）
第２条 委員会は、会津美里町地域福祉計画の策定に向け、次の各号に掲げる事項を所掌する
ものとする。
(１) 会津美里町地域福祉計画の素案作成に関すること。
(２) 地域における福祉サービスの適切な利用の促進に関すること。
(３) 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関すること。
(４) 地域福祉に関する活動への住民参加促進に関すること。
(５) その他会津美里町地域福祉計画策定のために必要なこと。

（構成）
第３条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者で15名以内をもって構成する。
(１) 地域の代表
(２) 各種団体の代表
(３) 福祉施設関係者
(４) その他町長が必要と認める者

（委員の任期）
第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
２ 委員は、前項の規定にかかわらず、第２条に規定する当該所掌事務に関する調査、検討
が終了したときは解任されるものとする。

（委員長及び副委員長）
第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長
の職務を代理する。

（会議）
第６条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
３ 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
４ 委員長は必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

（資料等の提出等）
第７条 委員会は、第２条に規定する所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、
関係行政機関に対して、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

（庶務）
第８条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

（その他）
第９条 この要綱で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に
諮って定める。

附則
この要綱は、平成18年 11月１日から施行する。

資 料 編
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２ 地域福祉計画策定検討委員会委員名簿

◎委員長 ○副委員長

所 属 氏 名 備 考

自冶区長会長 上杉 逑史

自冶区長会副会長 安田 辰男
金田松夫

(H20.3.31まで)

老人クラブ連合会長 田代 哲男

老人クラブ連合会副会長 松本 哲夫

民生児童委員協議会長 渋川 和美 ○

地域の代表

民生児童委員協議会副会長 大竹 勉

介護保険運営委員協議会 横山 一雄

国民健康保険運営協議会長 山浦 文夫
各種団体の

代表

身体障害者福祉会会津美里分会長 吉原 幸一
五十嵐冨次

(H20.3.31まで)

社会福祉協議会長 入江 守夫 ◎

会津本郷デイサービスセンター施設長 大竹 伸一

特別養護老人ホーム宮川荘介護サービス課長 原 敬義

介護老人保健施設グリーンケアハイツ経営理事 山内 一枝

授産施設共同作業所 希来里 所長 船田 勤

福祉施設

関係者

高田幼児保育園長 天笠 昌明

健康福祉課長 川島 忠夫

健康福祉課長補佐 佐々木 吉一事 務 局

社会福祉係長 五十嵐 清司



72

３ 計画の策定経過

年月日 会 議 等 名 概 要

平成 19年 1月 25日 第１回策定検討委員会 計画概要及び

策定スケジュール協議

平成 19年 2月 26日 第２回策定検討委員会及び視察研修 双葉郡楢葉町を視察

平成19年10月12日 第３回策定検討委員会 アンケート調査内容の協議

平成19年12月17日
～ 24日 地域福祉に関するアンケート調査 町内 2,000人

平成 20年 2月 13日
～ 20日

地域福祉計画策定のための

地区説明会
町内１０カ所で開催

平成 20年 3月 13日 第４回策定検討委員会 アンケート調査集計結果報告

平成 20年 3月 24日 第５回策定検討委員会及び視察研修 山形県鶴岡市を視察

平成 20年 5月 13日 第６回策定検討委員会 計画骨子案の協議

平成 20年 7月 28日 第７回策定検討委員会 計画書素案の協議

平成 20年 9月 1日 第８回策定検討委員会 計画書素案の協議

平成 20年 9月 29日 まちづくり調整会議 計画書素案を各課に提示

平成 20年 11月 4日
～ 25日 住民座談会 町内３０カ所で開催

平成20年12月22日 第９回策定検討委員会 最終計画書素案の協議

平成 21年 1月 日 パブリックコメントの実施 ホームページ及び各庁舎等で

公開（３０日間）

平成 21年 ２月 日 第１０回策定検討委員会 パブリックコメント実施結果

計画案協議

平成 21年 2月 日 課長会議（計画策定庁内会議） 計画書（案）の協議

平成 21年 2月 日 町長報告
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